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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターポーザ上に実装された複数の半導体集積回路を有し、
　前記複数の半導体集積回路はそれぞれ、光電変換素子と、側面に段差を有し幅寸法は前
記段差よりも一方の面に向かう先の部分が小さい透光性基板と、前記透光性基板の他方の
面に設けられた半導体素子層と、前記透光性基板の一方の面及び側面の一部を覆う有彩色
の透光性樹脂層とを含み、
　前記複数の半導体集積回路において、前記有彩色の透光性樹脂層の色が異なっており、
　前記透光性基板は、前記側面に前記段差を境とした第１の領域と第２の領域を有し、前
記第１の領域は前記半導体素子層が設けられた前記透光性基板の他方の面側であり、前記
第２の領域は前記透光性基板の一方の面側であり、前記透光性基板の厚さ方向において、
前記第２の領域の膜厚は前記第１の領域の膜厚より大きく、
　前記有彩色の透光性樹脂層上に、透光性樹脂層が積層されて設けられており、
　前記透光性樹脂層は、さらに前記複数の半導体集積回路の側面及び前記インターポーザ
との接続部を覆うように設けられていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記透光性樹脂層の膜厚が、前記有彩色の透光性樹脂層の膜厚より大きいことを特徴と
する半導体装置。
【請求項３】
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　請求項１または２において、
　前記透光性樹脂層と前記有彩色の透光性樹脂層との間に遮光層が選択的に設けられてい
ることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項において、
　前記有彩色の透光性樹脂層が接している前記透光性基板の側面は、裾広がりの曲面を有
することを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
半導体装置、並びに半導体装置の作製方法に関する。特に光電変換素子を有する半導体装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
センサにおいて、波長４００ｎｍ～７００ｎｍの可視光線領域に感度を持つものは光セン
サ若しくは可視光センサと呼ばれている。光センサ若しくは可視光センサは、光信号を検
知して情報を読み取る用途、周辺環境の明るさを検知して電子機器等の動作を制御する用
途などが知られている。
【０００３】
例えば、携帯電話機やテレビジョン装置では、表示画面の明るさを、それが置かれた周辺
環境の明るさに応じて調節するために光センサが用いられている。
【０００４】
このような、光センサ若しくは可視光センサを例とする半導体装置は、ガラスやウエハ等
の基板上にトランジスタを形成し、次に、基板を切断（分断）することにより形成される
。
【０００５】
基板の分断は、多くの場合において、まず、スクライブ装置を用いて、基板の表面に溝（
スクライブラインともいう）を形成する。次に、カッティング装置を用いて、溝に沿って
、強制的に基板を分断する。また、レーザービームを用いた基板の分断は、まず、基板に
レーザービームを選択的に照射し、局所的に基板を加熱する。次に、加熱した基板の表面
を、冷媒により局所的に冷却する。続いて、基板に発生する熱応力を利用して亀裂を形成
することにより、基板を分断する（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－６４０２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかし、半導体装置の作製工程、または検査工程において加わる圧力等の外部ストレスに
よって、半導体装置が破損してしまう恐れがある。亀裂、ヒビ、カケなどの破損は、基板
が薄くなり強度が低くなるにつれ発生頻度が多くなる。
【０００８】
またスクライブ装置は、ダイサー等を用いることが多く、このようなダイサー等の刃（ダ
イシングブレード）は、複数回使用すると摩耗するため、交換する必要があった。ダイシ
ングブレードは高価であるため作製費用の削減が困難であった。
【０００９】
上述した問題に鑑み、外部ストレスによる亀裂、ヒビ、カケなどの半導体集積回路及び半
導体装置の破損を低減することを課題の一とする。半導体集積回路が設けられる基板を薄
くすることを課題の一とする。また、薄型化された半導体装置の製造歩留まりを向上させ



(3) JP 5376961 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

ることを課題の一とする。さらに、薄型化された半導体装置の製造コストを低減すること
を課題の一とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
大面積基板を半導体素子層ごとに分断することによって、複数の半導体集積回路をチップ
状で取り出す。半導体集積回路は光電変換素子及び有彩色の透光性樹脂を含み、チップ状
の半導体集積回路はインターポーザに実装される。インターポーザに実装される複数の半
導体集積回路は、自由に選択することができるため、それぞれ含む有彩色の透光性樹脂の
色が異なる半導体集積回路をインターポーザに実装し、カラーセンサとしての機能を有す
る半導体集積回路を複数色含む半導体装置を作製することができる。
【００１１】
例えば、赤色の透光性樹脂を含む半導体集積回路と、緑色の透光性樹脂を含む半導体集積
回路と、青色の透光性樹脂を含む半導体集積回路とをインターポーザに実装し、赤（Ｒ）
、緑（Ｇ）、青（Ｂ）三色の光を検出する光電変換素子を含む半導体集積回路を含む半導
体装置を作製することができる。
【００１２】
また、インターポーザに実装する際に、半導体集積回路に検査工程を行い、良品のみを選
別してインターポーザに実装することができるため、作製工程において半導体装置の歩留
まりが向上する。特に、半導体集積回路に増幅回路など複雑な構成を含む半導体素子層を
有する構成の場合、チップ状の半導体集積回路に不良が生じる恐れがあるため、インター
ポーザに実装する前に半導体集積回路の不良検査が行えることは有益である。さらに、良
品の中でも高品質の半導体集積回路を選別しインターポーザに実装することでより高品質
の半導体装置も作製することができる。
【００１３】
さらに、本明細書に開示する半導体集積回路は、透光性基板の半導体素子層の形成面と反
対側の一面及び端部（側面）の一部とを少なくとも有彩色の透光性樹脂層で覆う構成であ
る。従って透光性樹脂層が、作製工程、または検査工程において加わる圧力等の外部スト
レスからの衝撃吸収層としても機能するため、半導体集積回路のキズ、クラックなどの不
良を低減し、信頼性の高い半導体装置を作製することができる。
【００１４】
半導体集積回路の分断方法において、まず、透光性基板の厚さを薄く加工し、分断にかか
る工程時間の短縮、及び分断に用いるダイサーなど加工手段の摩耗を軽減する。さらに分
断工程は、一度に行わず、まず、透光性基板に半導体素子層を分断するための溝を形成し
、溝の形成された透光性基板上に透光性樹脂層を設ける。その後、透光性樹脂層及び透光
性基板を溝において、切断して、複数の半導体集積回路に分断（分割）する。透光性樹脂
層は、少なくともカラーフィルタとして機能する有彩色の着色層であり、その上にさらに
衝撃吸収層として透明な透光性樹脂層を積層してもよい。
【００１５】
有彩色は、黒、灰、白などの無彩色を除く色であり、着色層はカラーフィルタとして機能
させるため、その着色された有彩色の光のみを透過する材料で形成される。有彩色として
は、赤色、緑色、青色などを用いることができる。また、シアン、マゼンダ、イエロー（
黄）などを用いてもよい。
【００１６】
光電変換素子を含む半導体集積回路は、インターポーザにはんだや異方性導電層によって
実装することができる。また、半導体集積回路とインターポーザとの間に樹脂を設けて固
着すると、固着強度が向上するために好ましい。
【００１７】
従って、本明細書に開示する半導体装置の一形態は、インターポーザ上に実装された複数
の半導体集積回路を有する。複数の半導体集積回路はそれぞれ、光電変換素子と、側面に
段差を有し幅寸法は段差よりも一方の面に向かう先の部分が小さい透光性基板と、透光性
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基板の他方の面に設けられた半導体素子層と、透光性基板の一方の面及び側面の一部を覆
う有彩色の透光性樹脂層とを含む。複数の半導体集積回路において、有彩色の透光性樹脂
層の色が異なる。よって、透光性基板の断面は、凸字形状（逆さまのＴ字ブロック形状）
ともいえる。段差よりも先の部分とは、透光性基板において半導体素子層の形成面を下と
した場合の上方向の部分である。
【００１８】
透光性基板の断面が凸字形状であると、凸字形上において透光性基板端部の切欠き部を埋
めるように、透光性樹脂層を設けることができる。
【００１９】
本明細書に開示する半導体装置の一形態は、インターポーザ上に実装された複数の半導体
集積回路を有する。複数の半導体集積回路はそれぞれ、光電変換素子と、一方の面を上底
面とする断面において、側面が上段の厚さが下段の厚さより厚い階段状の台形である透光
性基板と、透光性基板の他方の面に設けられた半導体素子層と、透光性基板の一方の面及
び側面の一部を覆う有彩色の透光性樹脂層とを含む。複数の半導体集積回路において、有
彩色の透光性樹脂層の色が異なる。溝の形状によっては、台形の上段は下段に向かって湾
曲している形状となる。
【００２０】
透光性基板の台形の断面形状において、台形の上段が下段に向かって湾曲している形状で
あると、湾曲部に設けられる透光性樹脂層の被覆性がよい。
【００２１】
透光性基板と接する透光性樹脂層を、有彩色の透光性樹脂層とし、透光性樹脂層上にさら
に透光性樹脂層を形成すると、保護層として機能し、衝撃吸収性も向上させ、有彩色の透
光性樹脂層の劣化も防止する効果がある。また、衝撃吸収層として機能する透光性樹脂層
の膜厚は、着色層として機能する透光性樹脂層より厚くてもよい。衝撃吸収層として機能
する透光性樹脂層は膜厚を厚く形成することによって、より衝撃吸収層として耐衝撃性を
向上させることができる。一方、有彩色の透光性樹脂層は、着色層（カラーフィルタ）と
して機能させるため、含ませる着色材料の濃度と光の透過率の関係に考慮して、最適な膜
厚を適宜制御するとよい。
【００２２】
上記構造において、半導体装置の一形態は、透光性樹脂層が接している透光性基板の側面
は、裾広がりの曲面を有する。透光性基板の側面が裾広がりの曲面を有するために、その
曲面に透光性樹脂層を覆うように設けることができる。また、透光性基板の下底面及び上
底面は四角形であり、下底面の面積の方が上底面の面積より大きい。本明細書の半導体装
置の透光性基板においては、透光性樹脂層と接する面を上底面と呼び、半導体素子層が設
けられる面を下底面と呼ぶものとする。透光性基板において下底面の面積の方が上底面の
面積より大きいと、下底面と上底面が重なっていない領域の側面に、透光性基板周囲を囲
むように透光性樹脂層を設けることができる。
【００２３】
上記のように本明細書に開示する半導体装置は複雑な形状であるため、半導体装置の天地
左右の判別が容易であり、機械による自動操作においても誤認を低減することができる。
【００２４】
また、半導体集積回路において、半導体素子層に光電変換素子の出力を増幅する増幅回路
を有し、光電変換素子はｐ型半導体層と、ｉ型半導体層と、ｎ型半導体層が積層された構
造を含む構造でもよい。
【００２５】
本明細書においてｉ型半導体とは、該半導体に含まれるｐ型若しくはｎ型を付与する不純
物が１×１０２０ｃｍ－３以下の濃度であり、酸素及び窒素が１×１０２０ｃｍ－３以下
の濃度であり、暗伝導度に対して光伝導度が１００倍以上である半導体を指す。このｉ型
半導体には、周期表第１３族若しくは第１５族の不純物元素が含まれるものを含む。すな
わち、ｉ型半導体は、価電子制御を目的とした不純物元素を意図的に添加しないときに弱
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いｎ型の電気伝導性を示すので、ｉ型半導体層においては、ｐ型を付与する不純物元素を
成膜と同時に、或いは成膜後に、意図的若しくは意図的でなく添加されたものを含む。
【００２６】
本明細書に開示する半導体装置の作製方法の一形態において、第１の有彩色の透光性樹脂
層及び第１の光電変換素子を含む第１の半導体集積回路を第１の透光性基板より切り出し
、第２の有彩色の透光性樹脂層及び第２の光電変換素子を含む第１の半導体集積回路を第
２の透光性基板より切り出し、第３の有彩色の透光性樹脂層及び第３の光電変換素子を含
む第３の半導体集積回路を第３の透光性基板より切り出す。第１の有彩色の透光性樹脂層
及び第１の光電変換素子を含む第１の半導体集積回路と、第２の有彩色の透光性樹脂層及
び第２の光電変換素子を含む第１の半導体集積回路と、第３の有彩色の透光性樹脂層及び
第３の光電変換素子を含む第３の半導体集積回路とをインターポーザ上に実装する。第１
の有彩色の透光性樹脂層と、第２の有彩色の透光性樹脂層と、第３の有彩色の透光性樹脂
層とは異なる着色材料を含ませて形成する。
【００２７】
上記構成において、インターポーザに実装する前に、第１の半導体集積回路、第２の半導
体集積回路、及び第３の半導体集積回路に検査工程を行ってもよい。検査工程を行うこと
で良品を選択してインターポーザに実装し半導体装置を作製することができる。
【００２８】
上記構成において、第１の半導体集積回路、第２の半導体集積回路、及び第３の半導体集
積回路はそれぞれ、第１の透光性基板、第２の透光性基板、又は第３の透光性基板上に複
数の半導体素子層を形成する。第１の透光性基板、第２の透光性基板、又は第３の透光性
基板の厚さを薄くする。第１の透光性基板、第２の透光性基板、又は第３の透光性基板上
の複数の半導体素子層同士の間に溝を形成する。溝を形成された第１の透光性基板、第２
の透光性基板、又は第３の透光性基板上に第１の有彩色の透光性樹脂層、第２の有彩色の
透光性樹脂層、又は第３の有彩色の透光性樹脂層を形成する。第１の透光性基板、第２の
透光性基板、又は第３の透光性基板の溝、及び第１の有彩色の透光性樹脂層、第２の有彩
色の透光性樹脂層、又は第３の有彩色の透光性樹脂層を切断して形成する。
【００２９】
溝の形成された透光性基板及び透光性樹脂層を切断する際に、透光性基板にアライメント
合わせのマーカーを形成する場合は、透光性基板側よりダイサー等の切断手段を用いて切
断すると、切断箇所の正確性を高くすることができる。
【００３０】
溝を形成する工程、透光性基板を分断する工程では、いずれも切削工具としてダイサー、
スクライバー等を用いることができ、好適にはダイサーを用いる。ダイサーで溝を設ける
工程、及び透光性基板及び半導体素子層を分断する工程はダイシングブレードを用いるが
、溝を設ける工程のダイシングブレードは、分断する工程のダイシングブレードより、刃
の厚みが薄いものを用いる。すなわちそれぞれの切削痕を比較したとき、溝を設ける工程
の方が広くなるようにする。ここでいう切削痕とは、溝の場合は溝の幅、分断する工程の
場合は分断前後で透光性基板の位置を固定したときに素子間にて透光性基板部材が消失し
た領域の幅（切断面の幅ともいう）を意味する。
【００３１】
透光性基板を研磨し、厚さを小さくする工程は、ガラス研磨機、ガラス研削機等を好適に
組み合わせて用いることができる。この研磨する工程によりダイシングブレードの消耗を
低減することができる。また、透光性樹脂層を設けることで、厚さの薄い透光性基板をハ
ンドリングする際、および分断する工程にて、所望の素子にクラックが入ることを低減す
ることができる。さらに、分断後のチップ状の半導体集積回路を取り扱う際に半導体集積
回路同士が衝突した場合の、キズ、クラックを低減し、半導体装置の外観検査における歩
留まりを向上させることができる。さらに分断後の透光性基板の厚さが薄いので、半導体
集積回路が搭載される半導体装置のサイズを薄型化することができる。
【００３２】
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切削痕の幅は、溝を設ける工程の方が分断する工程の方より広いため、分断する工程で透
光性基板を分断する際に、樹脂層を透光性基板の端面に残すことができる。すなわち、溝
が設けられた透光性基板側面の領域には樹脂層が形成される。一方、半導体素子層の形成
面、及び分断する工程にてダイシングブレードを用いたとき透光性基板がダイシングブレ
ードに接触した領域には樹脂層は被覆されない。
【発明の効果】
【００３３】
透光性基板に形成された半導体素子層側とは反対の面、及び透光性基板側面の一領域を樹
脂で被覆することにより、キズ、クラックの発生を低減し、半導体装置の歩留まりを向上
することができる。
【００３４】
よって、薄型であっても取り扱いやすく、信頼性の高い半導体装置を提供することができ
る。
【００３５】
また、透光性基板を分断する前に、透光性基板の厚さを小さくし、分断工程を２段階で行
うことで、透光性基板を分断加工する際の切削工具の消耗を低減することが可能となる。
透光性基板の大型化、分断する半導体集積回路の小型化に伴い、切削工具の処理領域は増
加するのでさらに切削工具の消耗は大きくなる。よって、切削工具の消耗を低減すること
ができる本明細書に開示する発明は、大面積基板、より小型な半導体集積回路において、
特に有益である。これにより半導体装置をより安価に製造することができる。透光性基板
の厚さが薄いため、半導体装置のサイズを薄型化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】半導体装置を説明する図。
【図２】半導体装置を説明する図。
【図３】半導体装置の作製方法を説明する図。
【図４】半導体装置の作製方法を説明する図。
【図５】半導体装置の作製方法を説明する図。
【図６】半導体装置の作製方法を説明する図。
【図７】半導体装置の作製方法を説明する図。
【図８】半導体装置の作製方法を説明する図。
【図９】半導体装置の作製方法を説明する図。
【図１０】半導体装置を実装した装置を示す図。
【図１１】半導体装置を実装した装置を示す図。
【図１２】半導体装置を実装した装置を示す図。
【図１３】半導体装置を実装した装置を示す図。
【図１４】半導体装置を実装した装置を示す図。
【図１５】半導体装置の作製方法を説明する図。
【図１６】半導体装置の作製方法を説明する図。
【図１７】半導体装置を説明する図。
【図１８】半導体装置を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、本明細書に開示する発明は以
下の説明に限定されず、趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々
に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、以下に示す実施の形態の
記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以下に説明する本明細書に開示する
構成において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を異なる図面間で共
通して用い、その繰り返しの説明は省略する。
【００３８】
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（実施の形態１）
本実施の形態では、より薄型化、及び小型化を付与することを目的とした半導体装置、及
びその半導体装置を歩留まり良く作製する方法を、図１乃至８を用いて詳細に説明する。
【００３９】
図１（Ａ）（Ｂ）に本実施の形態の半導体装置を示す。図１（Ａ）は半導体装置の平面図
であり、図１（Ｂ）は図１（Ａ）のにおいて線Ｙ－Ｚの断面図である。
【００４０】
図１の半導体装置は、半導体集積回路１１２Ｒ、半導体集積回路１１２Ｇ、半導体集積回
路１１２Ｂをインターポーザ１６０に実装されて有する構造である。半導体集積回路１１
２Ｒ、半導体集積回路１１２Ｇ、半導体集積回路１１２Ｂには外部との電気的接続を行う
ための導電層である端子電極１１５Ｒ１、１１５Ｒ２、１１５Ｇ１、１１５Ｇ２、１１５
Ｂ１、１１５Ｂ２が設けられている。
【００４１】
半導体集積回路１１２Ｒ、半導体集積回路１１２Ｇ、半導体集積回路１１２Ｂは、それぞ
れの端子電極とインターポーザ１６０に形成された電極１６１ａ１、１６１ａ２、１６１
ｂ１、１６１ｂ２、１６１ｃ１、１６１ｃ２と異方性導電層１６２によって電気的に接続
されている。インターポーザ１６０は図１の点線で示すように、表面と裏面とを貫通する
開口を有しており、電極１６１ａ１と１６１ａ２、１６１ｂ１と１６１ｂ２、１６１ｃ１
と１６１ｃ２は開口を介して連続的に接している。従って、電極１６１ａ２、１６１ｂ２
、１６１ｃ２は半導体集積回路１１２Ｒ、半導体集積回路１１２Ｇ、半導体集積回路１１
２Ｂの電極として、他の基板に実装することができる。
【００４２】
半導体集積回路１１２Ｒ、半導体集積回路１１２Ｇ、半導体集積回路１１２Ｂは、それぞ
れ透光性基板１０９Ｒ、１０９Ｇ、１０９Ｂ、光電変換素子を含む半導体素子層１０１Ｒ
、１０１Ｇ、１０１Ｂ及びカラーフィルタとして機能する有彩色の透光性樹脂層１１４Ｒ
、１１４Ｇ、１１４Ｂを有しており、カラーセンサとして機能する。本実施の形態におい
ては、半導体集積回路１１２Ｒは赤色の透光性樹脂層１１４Ｒ、半導体集積回路１１２Ｇ
は緑色の透光性樹脂層１１４Ｇ、半導体集積回路１１２Ｂは青色の透光性樹脂層１１４Ｂ
をそれぞれ有しており、それぞれの透光性樹脂層１１４Ｒ、１１４Ｇ、１１４Ｂに着色さ
れた色の光を透過し、検知することができる。よって、半導体集積回路１１２Ｒ、半導体
集積回路１１２Ｇ、半導体集積回路１１２Ｂを含む本実施の形態の半導体装置は、３種類
の色（赤色、緑色、青色）の光をそれぞれに検知することのできる半導体装置である。
【００４３】
さらに、半導体集積回路１１２Ｒ、半導体集積回路１１２Ｇ、半導体集積回路１１２Ｂは
、透光性基板１０９Ｒ、１０９Ｇ、１０９Ｂの半導体素子層１０１Ｒ、１０１Ｇ、１０１
Ｂの形成面と反対側の一面及び端部（側面）の一部とを少なくとも有彩色の透光性樹脂層
１１４Ｒ、１１４Ｇ、１１４Ｂで覆う構成である。従って透光性樹脂層１１４Ｒ、１１４
Ｇ、１１４Ｂが、作製工程、または検査工程において加わる圧力等の外部ストレスからの
衝撃吸収層としても機能するため、半導体集積回路１１２Ｒ、１１２Ｇ、１１２Ｂのキズ
、クラックなどの不良を低減し、信頼性の高い半導体装置を作製することができる。
【００４４】
有彩色は、黒、灰、白などの無彩色を除く色であり、着色層はカラーフィルタとして機能
させるため、その着色された有彩色の光のみを透過する材料で形成される。有彩色として
は、赤色、緑色、青色などを用いることができる。また、シアン、マゼンダ、イエロー（
黄）などを用いてもよい。
【００４５】
透光性樹脂層１１４Ｒ、１１４Ｇ、１１４Ｂは、少なくともカラーフィルタとして機能す
る有彩色の着色層であり、その上にさらに衝撃吸収層として透明な透光性樹脂層を積層し
てもよい。図１の半導体装置において、透光性樹脂層を積層する例を図２（Ａ）（Ｂ）及
び図１８（Ａ）（Ｂ）に示す。図２（Ａ）図１８（Ａ）は半導体装置の平面図であり、図
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２（Ｂ）は図２（Ａ）における線Ｙ－Ｚの断面図、図１８（Ｂ）は図１８（Ａ）における
線Ｙ－Ｚの断面図である。
【００４６】
図２の半導体装置は、透光性樹脂層１１０Ｒ、１１０Ｇ、１１０Ｂが各有彩色の透光性樹
脂層１１４Ｒ、１１４Ｇ、１１４Ｂ上に積層されている半導体集積回路１１２Ｒ、１１２
Ｇ、１１２Ｂをインターポーザ１６０に実装する例である。透光性基板に接して有彩色の
透光性樹脂層１１４Ｒ、１１４Ｇ、１１４Ｂが形成され、有彩色の透光性樹脂層１１４Ｒ
、１１４Ｇ、１１４Ｂの上にそれぞれ透明な透光性樹脂層１１０Ｒ、１１０Ｇ、１１０Ｂ
が積層されている。
【００４７】
一方、図１８の半導体装置は、インターポーザ１６０に半導体集積回路１１２Ｒ、１１２
Ｇ、１１２Ｂを実装した後、半導体集積回路１１２Ｒ、１１２Ｇ、１１２Ｂ上を覆うよう
に、有彩色の透光性樹脂層１１４Ｒ、１１４Ｇ、１１４Ｂ上透光性樹脂層１１０を形成す
る例である。半導体集積回路１１２Ｒ、１１２Ｇ、１１２Ｂをインターポーザ１６０に実
装した後に透光性樹脂層１１０を形成するため、図１８においては、透光性樹脂層１１０
は半導体集積回路１１２Ｒ、１１２Ｇ、１１２Ｂ側面及びインターポーザ１６０との接続
部も連続的に覆う形状とすることができる。
【００４８】
透明な透光性樹脂層１１０、１１０Ｒ、１１０Ｇ、１１０Ｂは、保護層として機能し、衝
撃吸収性も向上させ、有彩色の透光性樹脂層１１４Ｒ、１１４Ｇ、１１４Ｂの劣化も防止
する効果がある。
【００４９】
透光性樹脂層の膜厚は１μｍ～２０μｍとすればよい。透光性樹脂層を積層する場合、衝
撃吸収層として機能する透光性樹脂層１１０Ｒ、１１０Ｇ、１１０Ｂの膜厚と着色層とし
て機能する透光性樹脂層１１４Ｒ、１１４Ｇ、１１４Ｂの膜厚は同程度（例えば膜厚１．
２μｍ）でもよいし、異なってもよい。
【００５０】
また、衝撃吸収層として機能する透光性樹脂層１１０Ｒ、１１０Ｇ、１１０Ｂの膜厚は、
着色層として機能する有彩色の透光性樹脂層１１４Ｒ、１１４Ｇ、１１４Ｂより厚くても
よい。衝撃吸収層として機能する透光性樹脂層１１０Ｒ、１１０Ｇ、１１０Ｂは膜厚を厚
く形成することによって、より衝撃吸収層として耐衝撃性を向上させることができる。一
方、有彩色の透光性樹脂層１１４Ｒ、１１４Ｇ、１１４Ｂは、着色層（カラーフィルタ）
として機能させるため、含ませる着色材料の濃度と光の透過率の関係に考慮して、最適な
膜厚を適宜制御するとよい。
【００５１】
例えば、衝撃吸収層として機能する透光性樹脂層１１０Ｒ、１１０Ｇ、１１０Ｂの膜厚を
、着色層として機能する透光性樹脂層１１４Ｒ、１１４Ｇ、１１４Ｂより厚くする場合、
例として衝撃吸収層として機能する透光性樹脂層１１０Ｒ、１１０Ｇ、１１０Ｂの膜厚を
５μｍ以上１０μｍ以下とし、着色層として機能する透光性樹脂層１１４Ｒ、１１４Ｇ、
１１４Ｂの膜厚を０．１μｍ以上１μｍ以下とすればよい。
【００５２】
透光性基板１０９Ｒ、１０９Ｇ、１０９Ｂの側面に段差を有し、透光性基板１０９Ｒ、１
０９Ｇ、１０９Ｂの幅寸法は、段差よりも先の部分が小さい。よって、透光性基板１０９
Ｒ、１０９Ｇ、１０９Ｂの断面は、凸字形状（逆さまのＴ字ブロック形状）ともいえる。
段差よりも先の部分とは、透光性基板１０９Ｒ、１０９Ｇ、１０９Ｂにおいて半導体素子
層１０１Ｒ、１０１Ｇ、１０１Ｂの形成面を下とした場合の上方向の部分である。
【００５３】
透光性基板の断面が凸字形状であると、凸字形上において透光性基板端部の切欠き部を埋
めるように、透光性樹脂層を設けることができる。
【００５４】
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本実施の形態の半導体集積回路においては、透光性樹脂層が接している透光性基板の側面
は、裾広がりの曲面を有する。透光性基板の側面が裾広がりの曲面を有するために、その
曲面に透光性樹脂層を覆うように設けることができる。また、透光性基板の下底面及び上
底面は四角形であり、下底面の面積の方が上底面の面積より大きい。透光性基板において
下底面の面積の方が上底面の面積より大きいと、下底面と上底面が重なっていない領域の
側面に、透光性基板周囲を囲むように透光性樹脂層を設けることができる。
【００５５】
大面積な透光性基板を半導体素子層ごとに分断することによって、複数の半導体集積回路
をチップ状で取り出す。分断方法において、まず、基板の厚さを薄く加工し、分断にかか
る工程時間の短縮、及び分断に用いるダイサーなど加工手段の摩耗を軽減する。さらに分
断工程は、一度に行わず、まず、透光性基板に半導体素子層を分断するための溝を形成し
、溝の形成された透光性基板上に透光性樹脂層の積層を設ける。その後、透光性樹脂層及
び透光性基板を溝において、切断して、複数の半導体集積回路に分断（分割）する。
【００５６】
透光性基板１０９は断面において、側面が階段状の台形であり、階段状の台形は、上段の
厚さが下段の厚さより厚い。溝の形状によっては、図１のように台形の上段は下段に向か
って湾曲している形状となる。
【００５７】
透光性基板の台形の断面形状において、台形の上段が下段に向かって湾曲している形状で
あると、湾曲部に設けられる透光性樹脂層の被覆性がよい。
【００５８】
上記のように本明細書に開示する半導体集積回路は複雑な形状であるため、半導体集積回
路の天地左右の判別が容易であり、機械による自動操作においても誤認を低減することが
できる。
【００５９】
また、ブラックマトリクスを設ける構成としてもよい。図１７にブラックマトリクスとし
て機能する遮光層を有する半導体装置を示す。図１７の半導体装置１１７Ｒ、１１７Ｇ、
１１７Ｂは、カラーフィルタとして機能する有彩色の透光性樹脂層１１４Ｒ、１１４Ｇ、
１１４Ｂ上に選択的に形成された遮光層１１６Ｒ、１１６Ｇ、１１６Ｂを有している。遮
光層１１６Ｒ、１１６Ｇ、１１６Ｂは、スピンコート法などの塗布法によって形成するこ
とができ、その他液滴吐出法、印刷法、ディッピング法、ディスペンサ法、刷毛塗り法、
スプレー法、フローコート法などによって形成することもできる。印刷法を用いると、遮
光層を選択的に形成することができるため、フォトリソグラフィ工程による所望の形状へ
の加工工程を簡略化することができる。
【００６０】
遮光層１１６Ｒ、１１６Ｇ、１１６Ｂは、半導体素子層１０１Ｒ、１０１Ｇ、１０１Ｂの
光電変換素子が設けられる領域に対応して開口を有するように形成される。遮光層１１６
Ｒ、１１６Ｇ、１１６Ｂはブラックマトリクスとして機能し、光電変換素子へ外部からの
不適切な光が照射し、誤作動を生じないように光を遮断する。よって、遮光層１１６Ｒ、
１１６Ｇ、１１６Ｂの開口より入射し、カラーフィルタとして機能する有彩色の透光性樹
脂層１１４Ｒ、１１４Ｇ、１１４Ｂを透過した光のみを光電変換素子は受光することがで
きるため、半導体装置の信頼性が向上する。また、半導体素子層に形成される半導体素子
に光が照射されると特性変動が生じる恐れがあるが、遮光層を設けることでそのような不
良を防止することができる。
【００６１】
以下に、本実施の形態における半導体装置の作製方法を詳細に述べる。
【００６２】
図３（Ａ）に透光性基板１００上に設けられた光電変換素子を有する半導体素子層１０１
ａ、１０１ｂ、１０１ｃを示す。半導体素子層１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃはそれぞれ
端子電極１１５ａ１、１１５ａ２、１１５ｂ１、１１５ｂ２、１１５ｃ１、１１５ｃ２を
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有している。
【００６３】
次に、透光性基板１００の厚さを研削、研磨処理によって薄くする工程を行う。工程時の
透光性基板１００を固定する固定テープ１０３に半導体素子層１０１ａ、１０１ｂ、１０
１ｃ側を向けて透光性基板１００を固定し、透光性基板１００を加工して、厚さの薄い透
光性基板１０２とする（図３（Ｂ）参照。）。透光性基板１００が厚さ０．５ｍｍのガラ
ス基板であるとすれば、透光性基板１０２は、０．２５～０．３ｍｍ程度に薄型化するこ
とが好ましい。透光性基板の厚さを薄く加工することで、透光性基板の分断にかかる工程
時間の短縮、及び分断に用いるダイサーなど加工手段の摩耗を軽減することができる。研
削処理及び研磨処理は好適に組み合わせて用いることができ、本実施の形態では、研削機
により研削した後、研磨機により研磨処理で表面を平坦化する。研磨処理として化学的機
械研磨を行ってもよい。
【００６４】
透光性基板を分断することによって、複数の半導体集積回路をチップ状で取り出す。分断
工程は、一度に行わず、まず、透光性基板１０２に半導体素子層１０１ａ、１０１ｂ、１
０１ｃを分断するための溝１０６ａ、１０６ｂ、１０６ｃ、１０６ｄをダイサー１０４の
ダイシングブレードで形成する（図３（Ｃ）参照。）。透光性基板１０５の溝１０６ａ、
１０６ｂ、１０６ｃ、１０６ｄにおいて透光性基板１０５は意図的に残存させる。残存さ
せる透光性基板１０５の厚さは、３０μｍ～１００μｍ（好ましくは３０μｍ～５０μｍ
）程度とすればよい。
【００６５】
次に、溝１０６ａ、１０６ｂ、１０６ｃ、１０６ｄの形成された透光性基板１０２上に透
光性樹脂層１１３及び透光性樹脂層１０７の積層を形成する（図３（Ｄ）参照。）。透光
性樹脂層１１３、１０７の材料は、透光性樹脂層形成後の工程において（例えば、インタ
ーポーザへの実装時）加熱処理を用いる場合はその加熱温度に耐えうる樹脂材料を用いる
。積層して設けられる透光性樹脂層の一方は、カラーフィルタとして機能する有彩色の着
色層であり、他方は衝撃吸収層として機能する樹脂層とする。本実施の形態では、透光性
樹脂層１１３を有彩色の着色材料を含んで形成する。
【００６６】
衝撃吸収層として機能する透光性樹脂層１０７を形成すると、半導体集積回路及び半導体
装置に、より耐ストレス性を付与することができる。例えば、本明細書に開示する透光性
樹脂層が設けられた半導体集積回路においては、約２０Ｎの圧力を加えても破損すること
なく耐えることができる。
【００６７】
透光性樹脂層としては、ビニル樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ノボラック樹脂、
アクリル樹脂、メラミン樹脂、ウレタン樹脂、シロキサン樹脂等の樹脂材料を用いること
ができる。樹脂層の作製方法はスピンコート法などの塗布法を用いることができ、その他
液滴吐出法、印刷法、ディッピング法、ディスペンサ法、刷毛塗り法、スプレー法、フロ
ーコート法などを用いることもできる。
【００６８】
その後、透光性樹脂層１１３、１０７及び透光性基板１０５を溝１０６ａ、１０６ｂ、１
０６ｃ、１０６ｄにおいて、切断して、複数の半導体集積回路に分断（分割）する。本実
施の形態では、透光性基板１０５及び透光性樹脂層１１３、１０７を固定テープ１１１に
固定し、透光性基板１０５側より溝１０６ａ、１０６ｂ、１０６ｃ、１０６ｄに残存する
透光性基板１０２及び透光性樹脂層１１３、１０７を、ダイサー１０８によって切断する
。ダイサー１０８によって、透光性基板１０５及び透光性樹脂層１１３、１０７は分割さ
れ、透光性基板１０９ａ、１０９ｂ、１０９ｃ、透光性樹脂層１１４ａ、１１４ｂ、１１
４ｃ、１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃとなる（図３（Ｅ）参照。）。本実施の形態では、
固定テープ１０３、１１１として、ダイシングテープを用いる。
【００６９】
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溝の形成された透光性基板１０５及び透光性樹脂層１１３、１０７を切断する際は、透光
性基板１０５側でも透光性樹脂層１１３、１０７側からでも切断することができる。透光
性基板１０５にアライメント合わせのマーカーを形成する場合は、透光性基板１０５側よ
りダイサー等の切断手段を用いて切断すると、切断箇所の正確性を高くすることができる
。
【００７０】
以上の工程で、半導体集積回路１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃを形成することができる（
図３（Ｆ）参照。）。透光性樹脂層１０７及び透光性基板１０２を切断する切断面の幅を
、溝の幅より狭くすることによって、透光性基板側面に、溝に形成された樹脂層を残存さ
せることができる。本実施の形態では、ダイサー１０４及びダイサー１０８の幅とは処理
領域（ダイサーによって加工される領域）を決定するダイシングブレードの厚さとなる。
【００７１】
切断面の幅ａ１はダイサー１０４のダイシングブレードの幅ａ１に、溝の幅は、ダイサー
１０８のダイシングブレードの幅ａ２によって制御できるため、ダイサー１０４のダイシ
ングブレードの幅ａ１よりダイサー１０８のダイシングブレードの幅ａ２を狭くすればよ
い。例えば、本実施の形態では、ダイサー１０４のダイシングブレードの幅ａ１を０．１
６ｍｍ、ダイサー１０８のダイシングブレードの幅ａ２を０．１ｍｍとする。
【００７２】
従って、半導体集積回路１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃにおいて、半導体素子層１０１ａ
、１０１ｂ、１０１ｃの設けられていない面及び側面の一部は樹脂層１１０ａ、１１０ｂ
、１１０ｃで覆われる構造となる。
【００７３】
透光性基板に形成される溝の形状は加工手段に依存する。本実施の形態ではダイサー１０
４のやや丸みを帯びたダイシングブレードの形状が反映され、溝１０６ａ、１０６ｂ、１
０６ｃ、１０６ｄも図１の断面において丸み（曲率を有する）を帯びた形状となっている
。ダイシングブレードの形状を矩形とすれば、溝の形状も矩形となり、分断後の半導体集
積回路の透光性基板の端部も矩形を有する形状とすることができる。
【００７４】
図９に矩形のダイシングブレードで加工する例を示す。図９（Ａ）は、図１（Ｂ）と対応
しており、半導体素子層１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃが設けられた透光性基板１０２は
固定テープ１０３上で研削、研磨加工されている。
【００７５】
透光性基板１０２に半導体素子層１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃを分断するための溝１２
６ａ、１２６ｂ、１２６ｃ、１２６ｄをダイサー１２４で形成する（図９（Ｂ）参照。）
。ダイサー１２４は矩形のダイシングブレードを用いるために、透光性基板１２５の溝１
２６ａ、１２６ｂ、１２６ｃ、１２６ｄは断面図において矩形となっている。
【００７６】
次に、溝１２６ａ、１２６ｂ、１２６ｃ、１２６ｄの形成された透光性基板１２５上に透
光性樹脂層１３３、１２７を形成する（図９（Ｃ）参照。）。
【００７７】
その後、透光性樹脂層１３３、１２７及び透光性基板１２５を溝１２６ａ、１２６ｂ、１
２６ｃ、１２６ｄにおいて、切断して、複数の半導体集積回路に分断（分割）する。本実
施の形態では、透光性基板１２５及び透光性樹脂層１３３、１２７を固定テープ１３１に
固定し、透光性基板１２５側より溝１２６ａ、１２６ｂ、１２６ｃ、１２６ｄに残存する
透光性基板１２５及び透光性樹脂層１３３、１２７を、ダイサー１２８によって切断する
。ダイサー１２８によって、透光性基板１２５及び樹脂層１２７は分割され、透光性基板
１２９ａ、１２９ｂ、１２９ｃ、透光性樹脂層１３４ａ、１３４ｂ、１３４ｃ、１３０ａ
、１３０ｂ、１３０ｃとなる（図９（Ｄ）参照。）。
【００７８】
以上の工程で、半導体集積回路１３２ａ、１３２ｂ、１３２ｃを形成することができる（
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図９（Ｅ）参照。）。半導体集積回路１３２ａ、１３２ｂ、１３２ｃは矩形の形状の溝１
２６ａ、１２６ｂ、１２６ｃ、１２６ｄの形状を反映し、断面図において側面に段差を有
する形状となっている。
【００７９】
なお、図９（Ｆ）は、図４と同様に図９で形成する半導体集積回路をインターポーザ１６
０に実装する例である。図９（Ｆ）において、半導体集積回路１３２Ｒ、１３２Ｇ、１３
２Ｂは図９（Ｅ）と同様に各基板で形成された半導体集積回路である。本実施の形態にお
いては、半導体集積回路１３２Ｒは赤色の透光性樹脂層１３４Ｒ、半導体集積回路１３２
Ｇは緑色の透光性樹脂層１３４Ｇ、半導体集積回路１３２Ｂは青色の透光性樹脂層１３４
Ｂをそれぞれ有しており、それぞれの透光性樹脂層１３４Ｒ、１３４Ｇ、１３４Ｂに着色
された色の光を透過し、検知することができる。なお、図９（Ｆ）において、半導体集積
回路１３２Ｒ、１３２Ｇ、１３２Ｂはインターポーザ１６０の電極１６１ａ１、１６１ｂ
１、１６１ｃ１とはんだで実装されており、間に固定のための樹脂層１６３を設ける例で
ある。
【００８０】
また、基板端部での被覆性を向上させるために、基板の厚さは透光性樹脂層と比較して厚
いため、透光性樹脂層も厚くすると好ましい。図２のように透光性樹脂層を積層構造とす
ると厚く形成することができる。透光性樹脂層の構造や膜厚、また切断箇所によっても完
成する半導体集積回路の形状を自由に変化させる（異ならせる）ことができる。図２にお
いては、透光性樹脂層を厚く形成しているために、各半導体集積回路において、透光性基
板と透光性樹脂層端部とが一致する形状となる。
【００８１】
ダイシングブレードの幅の細いダイサーを用いて分断すると、透光性基板の溝の領域を完
成した半導体集積回路に多く残すこともできる。衝撃吸収材として機能する透光性樹脂層
を積層すると、半導体集積回路に、より耐ストレス性を付与することができる。
【００８２】
また、溝を形成し、溝上に透光性樹脂層を形成するので、溝底面に厚く透光性樹脂層を形
成することができる。さらに透光性樹脂層を形成後、透光性樹脂層と透光性基板を積層し
て切断するため、側面において透光性樹脂層の端部と透光性基板の端部とが一致する。側
面において透光性基板の上側の端部が露出しないために、透光性基板の端部の破損や欠け
を防止することができる。また、透光性樹脂層を積層により厚く形成すると、半導体集積
回路の側面において透光性基板の端部と透光性樹脂層の端部との距離を長くすることがで
きるため、より透光性基板端部に与えるダメージを軽減することができる。
【００８３】
図３のように各基板に形成され、分断された複数の半導体集積回路をインターポーザに実
装し、複数の半導体集積回路を有する半導体装置を作製する。
【００８４】
図４（Ａ）において、半導体集積回路１１２Ｒ、１１２Ｇ、１１２Ｂは図３と同様に各基
板で形成された半導体集積回路である。
【００８５】
半導体集積回路１１２Ｒ、半導体集積回路１１２Ｇ、半導体集積回路１１２Ｂは、それぞ
れ透光性基板１０９Ｒ、１０９Ｇ、１０９Ｂ、光電変換素子を含む半導体素子層１０１Ｒ
、１０１Ｇ、１０１Ｂ及びカラーフィルタとして機能する有彩色の透光性樹脂層１１４Ｒ
、１１４Ｇ、１１４Ｂを有しており、カラーセンサとして機能する。本実施の形態におい
ては、半導体集積回路１１２Ｒは赤色の透光性樹脂層１１４Ｒ、半導体集積回路１１２Ｇ
は緑色の透光性樹脂層１１４Ｇ、半導体集積回路１１２Ｂは青色の透光性樹脂層１１４Ｂ
をそれぞれ有しており、それぞれの透光性樹脂層１１４Ｒ、１１４Ｇ、１１４Ｂに着色さ
れた色の光を透過し、検知することができる。
【００８６】
半導体集積回路１１２Ｒ、半導体集積回路１１２Ｇ、半導体集積回路１１２Ｂにおいては
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、半導体素子層表面に実装時に電気的接続を行う端子電極１１５Ｒ１、１１５Ｒ２、１１
５Ｇ１、１１５Ｇ２、１１５Ｂ１、１１５Ｂ２として導電層が設けられている。
【００８７】
端子電極１１５Ｒ１、１１５Ｒ２、１１５Ｇ１、１１５Ｇ２、１１５Ｂ１、１１５Ｂ２は
湿式法を用いて導電性樹脂によって形成されてもよいし、乾式法を用いて導電性薄膜によ
って形成されてもよい。また、導電性樹脂層と導電性薄膜とを積層してもよい。
【００８８】
例えば、スクリーン印刷法を用いて導電層を形成する場合には、粒径が数ｎｍから数十μ
ｍの導電体粒子を有機樹脂に溶解または分散させた導電性のペーストを選択的に印刷する
ことによって設けることができる。導電体粒子としては、銀（Ａｇ）、金（Ａｕ）、銅（
Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）、タンタル（Ｔａ）、モ
リブデン（Ｍｏ）およびチタン（Ｔｉ）等のいずれか一つ以上の金属粒子やハロゲン化銀
の微粒子を用いることができる。また、導電性ペーストに含まれる有機樹脂は、金属粒子
のバインダー、溶媒、分散剤および被覆材として機能する有機樹脂から選ばれた一つまた
は複数を用いることができる。代表的には、エポキシ樹脂、シリコン樹脂等の有機樹脂が
挙げられる。また、導電層の形成の際は、導電性のペーストを押し出した後に焼成するこ
とが好ましい。また、はんだや鉛フリーのはんだを主成分とする微粒子を用いてもよい。
【００８９】
次に電極１６１ａ１、１６１ａ２、１６１ｂ１、１６１ｂ２、１６１ｃ１、１６１ｃ２を
含むインターポーザ１６０に半導体集積回路１１２Ｒ、半導体集積回路１１２Ｇ、半導体
集積回路１１２Ｂを実装する（図４（Ｂ）参照。）。
【００９０】
また、インターポーザに実装する前に、半導体集積回路に検査工程を行ってもよい。検査
工程を行うことで良品を選択してインターポーザに実装し半導体装置を作製することがで
きる。
【００９１】
光電変換素子を含む半導体集積回路は、インターポーザにはんだや異方性導電層によって
実装することができる。本実施の形態では、半導体集積回路とインターポーザとの間に異
方性導電層１６２を設けている。
【００９２】
また、半導体集積回路と実装されるインターポーザの電極との接続部分の構造としては、
基板上の配線と半導体集積回路の端子電極に設けられた導電性の突起物であるバンプとを
接触させ、インターポーザと半導体集積回路間を樹脂で固定してもよい。またインターポ
ーザの電極と半導体集積回路の端子電極の間に導電性の粒子を分散させた樹脂を設け、こ
の導電性の粒子で半導体集積回路とインターポーザの電極との接続を行い、導電性の粒子
を分散させた有機樹脂で接着、固定してもよい。また、接着に使用する樹脂としては光硬
化性の樹脂や熱硬化性のものあるいは自然硬化性の樹脂等を用いることができる。
【００９３】
また、半導体集積回路とインターポーザとの間に樹脂を設けて固着すると、固着強度が向
上するために好ましい。
【００９４】
インターポーザ１６０は図４において点線で示すように、表面と裏面とを貫通する開口を
有しており、電極１６１ａ１と１６１ａ２、１６１ｂ１と１６１ｂ２、１６１ｃ１と１６
１ｃ２は開口を介して連続的に接している。インターポーザの電極構造の例を図４（Ｃ）
（Ｄ）に示す。
【００９５】
図４（Ｃ）（Ｄ）はインターポーザ１６０に設けられた開口を分断するよう示した断面図
である。図４（Ｃ）は、インターポーザ１６０の表裏に形成された１６１ａ１と１６１ａ
２、１６１ｂ１と１６１ｂ２、１６１ｃ１と１６１ｃ２とを接続するように、導電膜１６
４ａ１、１６４ａ２、１６４ｂ１、１６４ｂ２、１６４ｃ１、１６４ｃ２が形成されてい
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る。導電膜１６４ａ１、１６４ａ２、１６４ｂ１、１６４ｂ２、１６４ｃ１、１６４ｃ２
はめっき法などにより形成することができる。また、開口は樹脂や導電性材料などによっ
て充填される構造であると好ましい。図４（Ｄ）は、インターポーザ１６０に設けられた
開口に導電性材料が充填されている例であり、導電層１６５ａ、１６５ｂ、１６５ｃによ
って、１６１ａ１と１６１ａ２、１６１ｂ１と１６１ｂ２、１６１ｃ１と１６１ｃ２とは
電気的に接続する。充填する導電性材料として導電性樹脂なども用いることができる。
【００９６】
従って、電極１６１ａ２、１６１ｂ２、１６１ｃ２は半導体集積回路１１２Ｒ、半導体集
積回路１１２Ｇ、半導体集積回路１１２Ｂの電極として、他の基板に実装することができ
る。
【００９７】
インターポーザとしては、有機ポリマー、無機ポリマー、ガラスエポキシ系やセラミック
系、ポリイミド、フッ素樹脂などの材料などを用いることができる。
【００９８】
また、インターポーザの厚さは５０μｍ～３００μｍ（代表的には１００μｍ～２００μ
ｍ）程度である。より厚さの薄いインターポーザを用いると、半導体層装置を薄型化の効
果をより高めることができる。図１の半導体装置においては、透光性基板１０９Ｒ、１０
９Ｇ、１０９Ｂとインターポーザ１６０はほぼ同じ厚さのものを用いる例を示すが、イン
ターポーザは透光性基板より厚さの厚いものを用いても、薄いものを用いてもよい。
【００９９】
また、本実施の形態で示すように、半導体集積回路において、透光性樹脂層が半導体素子
層側に露出しないために耐熱性が高く、はんだや異方性導電層を用いて半導体集積回路を
インターポーザに実装する際に加熱処理を行うことによる不良の発生を軽減させることが
できる。
【０１００】
半導体集積回路において薄く成形された透光性基板は透光性樹脂層で覆われているため工
程上取扱い易く、破損などの不良が生じにくい。よって、より薄型の高性能な半導半導体
集積回路及び半導体装置を歩留まり良く作製することができる。
【０１０１】
インターポーザに実装される複数の半導体集積回路は、自由に選択することができるため
、それぞれ含む有彩色の透光性樹脂の色が異なる半導体集積回路をインターポーザに実装
し、カラーセンサとしての機能を有する半導体集積回路を複数色含む半導体装置を作製す
ることができる。
【０１０２】
また、インターポーザに実装する際に、半導体集積回路に検査工程を行い、良品のみを選
別してインターポーザに実装することができるため、作製工程において半導体装置の歩留
まりが向上する。特に、半導体集積回路に増幅回路など複雑な構成を含む半導体素子層を
有する構成の場合、チップ状の半導体集積回路に不良が生じる恐れがあるため、インター
ポーザに実装する前に半導体集積回路の不良検査が行えることは有益である。
【０１０３】
さらに、本明細書に開示する半導体集積回路は、透光性基板の半導体素子層の形成面と反
対側の一面及び端部（側面）の一部とを少なくとも有彩色の透光性樹脂層で覆う構成であ
る。従って透光性樹脂層が、作製工程、または検査工程において加わる圧力等の外部スト
レスからの衝撃吸収層としても機能するため、半導体集積回路のキズ、クラックなどの不
良を低減し、信頼性の高い半導体装置を作製することができる。
【０１０４】
分断される半導体素子層として、基板上に光電変換素子及び電界効果トランジスタを形成
する方法を、図５（Ａ）乃至（Ｄ）、図６（Ａ）乃至（Ｃ）、図７（Ａ）（Ｂ）の、断面
図を用いて説明する。図７（Ａ）では透光性基板３１０として、ガラス基板の一つである
ＡＮ１００を用いる。基板上に形成する電界効果トランジスタとしては、薄膜トランジス
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タを用いることにより、基板上に、光電変換素子と薄膜トランジスタを同一工程で作製す
ることができるため、半導体集積回路の量産化がし易いといった利点がある。なお、カラ
ーフィルタとして機能する透光性樹脂層及び透光性基板を通過して光電変換素子に光を照
射する。
【０１０５】
まず、プラズマＣＶＤ法で下地絶縁膜３１２となる窒素を含む酸化珪素膜（膜厚１００ｎ
ｍ）を形成し、さらに大気にふれることなく、半導体膜例えば水素を含む非晶質珪素膜（
膜厚５４ｎｍ）を積層形成する。また、下地絶縁膜３１２は酸化珪素膜、窒化珪素膜、窒
素を含む酸化珪素膜を用いた積層してもよい。例えば、下地絶縁膜３１２として、酸素を
含む窒化珪素膜を５０ｎｍ、さらに窒素を含む酸化珪素膜を１００ｎｍ積層した膜を形成
してもよい。なお、窒素を含む酸化珪素膜や窒化珪素膜は、ガラス基板からのアルカリ金
属などの不純物拡散を防止するブロッキング層として機能する。
【０１０６】
半導体素子が有する半導体層を形成する材料は、シランやゲルマンに代表される半導体材
料ガスを用いて気相成長法やスパッタリング法で作製される非晶質（アモルファス、以下
「ＡＳ」ともいう。）半導体、該非晶質半導体を光エネルギーや熱エネルギーを利用して
結晶化させた多結晶半導体、或いは微結晶（セミアモルファス若しくはマイクロクリスタ
ルとも呼ばれる。以下「ＳＡＳ」ともいう。）半導体などを用いることができる。半導体
層はスパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、またはプラズマＣＶＤ法等により成膜することができる
。
【０１０７】
微結晶半導体膜は、ギブスの自由エネルギーを考慮すれば非晶質と単結晶の中間的な準安
定状態に属するものである。すなわち、自由エネルギー的に安定な第３の状態を有する半
導体であって、短距離秩序を持ち格子歪みを有する。柱状または針状結晶が基板表面に対
して法線方向に成長している。微結晶半導体の代表例である微結晶シリコンは、そのラマ
ンスペクトルが単結晶シリコンを示す５２０ｃｍ－１よりも低波数側に、シフトしている
。即ち、単結晶シリコンを示す５２０ｃｍ－１とアモルファスシリコンを示す４８０ｃｍ
－１の間に微結晶シリコンのラマンスペクトルのピークがある。また、未結合手（ダング
リングボンド）を終端するため水素またはハロゲンを少なくとも１原子％またはそれ以上
含ませている。さらに、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンなどの希ガス元素を含
ませて格子歪みをさらに助長させることで、安定性が増し良好な微結晶半導体膜が得られ
る。
【０１０８】
この微結晶半導体膜は、周波数が数十ＭＨｚ～数百ＭＨｚの高周波プラズマＣＶＤ法、ま
たは周波数が１ＧＨｚ以上のマイクロ波プラズマＣＶＤ装置により形成することができる
。代表的には、ＳｉＨ４、Ｓｉ２Ｈ６、ＳｉＨ２Ｃｌ２、ＳｉＨＣｌ３、ＳｉＣｌ４、Ｓ
ｉＦ４などの水素化珪素を水素で希釈して形成することができる。また、水素化珪素及び
水素に加え、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンから選ばれた一種または複数種の
希ガス元素で希釈して微結晶半導体膜を形成することができる。これらのときの水素化珪
素に対して水素の流量比を５倍以上２００倍以下、好ましくは５０倍以上１５０倍以下、
更に好ましくは１００倍とする。
【０１０９】
アモルファス半導体としては、代表的には水素化アモルファスシリコン、結晶性半導体と
しては代表的にはポリシリコンなどがあげられる。ポリシリコン（多結晶シリコン）には
、８００℃以上のプロセス温度を経て形成されるポリシリコンを主材料として用いた所謂
高温ポリシリコンや、６００℃以下のプロセス温度で形成されるポリシリコンを主材料と
して用いた所謂低温ポリシリコン、また結晶化を促進する元素などを用いて、非晶質シリ
コンを結晶化させたポリシリコンなどを含んでいる。もちろん、前述したように、微結晶
半導体又は半導体層の一部に結晶相を含む半導体を用いることもできる。
【０１１０】
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また、半導体の材料としてはシリコン（Ｓｉ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）などの単体のほか
ＧａＡｓ、ＩｎＰ、ＳｉＣ、ＺｎＳｅ、ＧａＮ、ＳｉＧｅなどのような化合物半導体も用
いることができる。また酸化物半導体である酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ２）
なども用いることができ、ＺｎＯを半導体層に用いる場合、ゲート絶縁層をＹ２Ｏ３、Ａ
ｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、それらの積層などを用いるとよく、ゲート電極層、ソース電極層、
ドレイン電極層としては、ＩＴＯ、Ａｕ、Ｔｉなどを用いるとよい。また、ＺｎＯにＩｎ
やＧａなどを添加することもできる。
【０１１１】
半導体層に、結晶性半導体膜を用いる場合、その結晶性半導体膜の作製方法は、種々の方
法（レーザ結晶化法、熱結晶化法、またはニッケルなどの結晶化を助長する元素を用いた
熱結晶化法等）を用いれば良い。また、ＳＡＳである微結晶半導体をレーザ照射して結晶
化し、結晶性を高めることもできる。結晶化を助長する元素を導入しない場合は、非晶質
珪素膜にレーザ光を照射する前に、窒素雰囲気下５００℃で１時間加熱することによって
非晶質珪素膜の含有水素濃度を１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下にまで放出させる。
これは水素を多く含んだ非晶質珪素膜にレーザ光を照射すると非晶質珪素膜が破壊されて
しまうからである。
【０１１２】
非晶質半導体層への金属元素の導入の仕方としては、当該金属元素を非晶質半導体膜の表
面又はその内部に存在させ得る手法であれば特に限定はなく、例えばスパッタ法、ＣＶＤ
法、プラズマ処理法（プラズマＣＶＤ法も含む）、吸着法、金属塩の溶液を塗布する方法
を使用することができる。このうち溶液を用いる方法は簡便であり、金属元素の濃度調整
が容易であるという点で有用である。また、このとき非晶質半導体膜の表面の濡れ性を改
善し、非晶質半導体膜の表面全体に水溶液を行き渡らせるため、酸素雰囲気中でのＵＶ光
の照射、熱酸化法、ヒドロキシラジカルを含むオゾン水又は過酸化水素による処理等によ
り、酸化膜を成膜することが望ましい。
【０１１３】
また、非晶質半導体膜を結晶化し、結晶性半導体膜を形成する結晶化工程で、非晶質半導
体膜に結晶化を促進する元素（触媒元素、金属元素とも示す）を添加し、熱処理（５５０
℃～７５０℃で３分～２４時間）により結晶化を行ってもよい。結晶化を助長（促進）す
る元素としては、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ）、ルテニウム（Ｒｕ
）、ロジウム（Ｒｈ）、パラジウム（Ｐｄ）、オスミウム（Ｏｓ）、イリジウム（Ｉｒ）
、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）及び金（Ａｕ）から選ばれた一種又は複数種類を用いること
ができる。
【０１１４】
結晶化を助長する元素を結晶性半導体膜から除去、又は軽減するため、結晶性半導体膜に
接して、不純物元素を含む半導体膜を形成し、ゲッタリングシンクとして機能させる。不
純物元素としては、ｎ型を付与する不純物元素、ｐ型を付与する不純物元素や希ガス元素
などを用いることができ、例えばリン（Ｐ）、窒素（Ｎ）、ヒ素（Ａｓ）、アンチモン（
Ｓｂ）、ビスマス（Ｂｉ）、ボロン（Ｂ）、ヘリウム（Ｈｅ）、ネオン（Ｎｅ）、アルゴ
ン（Ａｒ）、Ｋｒ（クリプトン）、Ｘｅ（キセノン）から選ばれた一種または複数種を用
いることができる。結晶化を促進する元素を含む結晶性半導体膜に、希ガス元素を含む半
導体膜を形成し、熱処理（５５０℃～７５０℃で３分～２４時間）を行う。結晶性半導体
膜中に含まれる結晶化を促進する元素は、希ガス元素を含む半導体膜中に移動し、結晶性
半導体膜中の結晶化を促進する元素は除去、又は軽減される。その後、ゲッタリングシン
クとなった希ガス元素を含む半導体膜を除去する。
【０１１５】
非晶質半導体膜の結晶化は、熱処理とレーザ光照射による結晶化を組み合わせてもよく、
熱処理やレーザ光照射を単独で、複数回行っても良い。
【０１１６】
また、結晶性半導体膜を、直接基板にプラズマ法により形成しても良い。また、プラズマ



(17) JP 5376961 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

法を用いて、結晶性半導体膜を選択的に基板に形成してもよい。
【０１１７】
本実施の形態では、半導体膜として触媒元素を用いた結晶化方法を用いて多結晶珪素膜を
形成する。重量換算で１０ｐｐｍのニッケルを含む酢酸ニッケル溶液をスピナーで添加す
る。なお、溶液を添加する方法に代えてスパッタ法でニッケル元素を全面に散布する方法
を用いてもよい。次いで、加熱処理を行い結晶化させて結晶構造を有する半導体膜（ここ
では多結晶珪素膜）を形成する。ここでは熱処理（５００℃、１時間）の後、結晶化のた
めの熱処理（５５０℃、４時間）を行って多結晶珪素膜を得る。
【０１１８】
次いで、多結晶珪素膜表面の酸化膜を希フッ酸等で除去する。その後、結晶化率を高め、
結晶粒内に残される欠陥を補修するためのレーザ光（ＸｅＣｌ：波長３０８ｎｍ）の照射
を大気中、または酸素雰囲気中で行う。
【０１１９】
レーザ光には波長４００ｎｍ以下のエキシマレーザ光や、ＹＡＧレーザの第２高調波又は
第３高調波を用いる。ここでは、繰り返し周波数１０～１０００Ｈｚ程度のパルスレーザ
光を用い、当該レーザ光を光学系にて１００～５００ｍＪ／ｃｍ２に集光し、９０～９５
％のオーバーラップ率をもって照射し、シリコン膜表面を走査させればよい。本実施の形
態では、繰り返し周波数３０Ｈｚ、エネルギー密度４７０ｍＪ／ｃｍ２でレーザ光の照射
を大気中で行なう。
【０１２０】
なお、大気中、または酸素雰囲気中で行うため、レーザ光の照射により表面に酸化膜が形
成される。なお、本実施の形態ではパルスレーザを用いた例を示したが、連続発振のレー
ザを用いてもよく、半導体膜の結晶化に際し、大粒径に結晶を得るためには、連続発振が
可能な固体レーザを用い、基本波の第２高調波～第４高調波を適用するのが好ましい。代
表的には、Ｎｄ：ＹＶＯ４レーザ（基本波１０６４ｎｍ）の第２高調波（５３２ｎｍ）や
第３高調波（３５５ｎｍ）を適用すればよい。
【０１２１】
連続発振のレーザを用いる場合には、出力１０Ｗの連続発振のＹＶＯ４レーザから射出さ
れたレーザ光を非線形光学素子により高調波に変換する。また、共振器の中にＹＶＯ４結
晶と非線形光学素子を入れて、高調波を射出する方法もある。そして、好ましくは光学系
により照射面にて矩形状または楕円形状のレーザ光に成形して、被処理体に照射する。こ
のときのエネルギー密度は０．０１～１００ＭＷ／ｃｍ２程度（好ましくは０．１～１０
ＭＷ／ｃｍ２）が必要である。そして、１０～２０００ｃｍ／ｓ程度の速度でレーザ光に
対して相対的に半導体膜を移動させて照射すればよい。
【０１２２】
次いで、上記レーザ光の照射により形成された酸化膜に加え、オゾン水で表面を１２０秒
処理して合計１～５ｎｍの酸化膜からなるバリア層を形成する。このバリア層は、結晶化
させるために添加した触媒元素、例えばニッケル（Ｎｉ）を膜中から除去するために形成
する。ここではオゾン水を用いてバリア層を形成したが、酸素雰囲気下の紫外線の照射で
結晶構造を有する半導体膜の表面を酸化する方法や酸素プラズマ処理により結晶構造を有
する半導体膜の表面を酸化する方法やプラズマＣＶＤ法やスパッタ法や蒸着法などで１～
１０ｎｍ程度の酸化膜を堆積してバリア層を形成してもよい。また、バリア層を形成する
前にレーザ光の照射により形成された酸化膜を除去してもよい。
【０１２３】
次いで、バリア層上にスパッタ法にてゲッタリングサイトとなるアルゴン元素を含む非晶
質珪素膜を１０ｎｍ～４００ｎｍ、ここでは膜厚１００ｎｍで成膜する。ここでは、アル
ゴン元素を含む非晶質珪素膜は、シリコンターゲットを用いてアルゴンを含む雰囲気下で
形成する。プラズマＣＶＤ法を用いてアルゴン元素を含む非晶質珪素膜を形成する場合、
成膜条件は、モノシランとアルゴンの流量比（ＳｉＨ４：Ａｒ）を１：９９とし、成膜圧
力を６．６６５Ｐａとし、ＲＦパワー密度を０．０８７Ｗ／ｃｍ２とし、成膜温度を３５
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０℃とする。
【０１２４】
その後、６５０℃に加熱された炉に入れて３分の熱処理を行い触媒元素を除去（ゲッタリ
ング）する。これにより結晶構造を有する半導体膜中の触媒元素濃度が低減される。炉に
代えてランプアニール装置を用いてもよい。
【０１２５】
次いで、バリア層をエッチングストッパとして、ゲッタリングサイトであるアルゴン元素
を含む非晶質珪素膜を選択的に除去した後、バリア層を希フッ酸で選択的に除去する。な
お、ゲッタリングの際、ニッケルは酸素濃度の高い領域に移動しやすい傾向があるため、
酸化膜からなるバリア層をゲッタリング後に除去することが望ましい。
【０１２６】
なお、触媒元素を用いて半導体膜の結晶化を行わない場合には、上述したバリア層の形成
、ゲッタリングサイトの形成、ゲッタリングのための熱処理、ゲッタリングサイトの除去
、バリア層の除去などの工程は不要である。
【０１２７】
次いで、得られた結晶構造を有する半導体膜（例えば結晶性珪素膜）の表面にオゾン水で
薄い酸化膜を形成した後、第１のフォトマスクを用いてレジストからなるマスクを形成し
、所望の形状にエッチング処理して島状に分離された半導体層３３１を形成する（図５（
Ａ）参照。）。半導体層３３１を形成した後、レジストからなるマスクを除去する。
【０１２８】
次いで、必要があればトランジスタのしきい値電圧を制御するために微量な不純物元素（
ホウ素またはリン）のドーピングを行う。ここでは、ジボラン（Ｂ２Ｈ６）を質量分離し
ないでプラズマ励起したイオンドープ法を用いる。
【０１２９】
次いで、フッ酸を含むエッチャントで酸化膜を除去すると同時に半導体層３３１の表面を
洗浄した後、ゲート絶縁膜３１３となる絶縁膜を形成する。
【０１３０】
ゲート絶縁膜３１３は酸化珪素、若しくは酸化珪素と窒化珪素の積層構造で形成すればよ
い。ゲート絶縁膜３１３は、プラズマＣＶＤ法や減圧ＣＶＤ法により絶縁膜を堆積するこ
とで形成しても良いし、プラズマ処理による固相酸化若しくは固相窒化で形成すると良い
。半導体層を、プラズマ処理により酸化又は窒化することにより形成するゲート絶縁膜は
、緻密で絶縁耐圧が高く信頼性に優れているためである。例えば、亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ）
をＡｒで１～３倍（流量比）に希釈して、１０～３０Ｐａの圧力にて３～５ｋＷのマイク
ロ波（２．４５ＧＨｚ）電力を印加して半導体層の表面を酸化若しくは窒化させる。この
処理により１ｎｍ～１０ｎｍ（好ましくは２ｎｍ～６ｎｍ）の絶縁膜を形成する。さらに
亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ）とシラン（ＳｉＨ４）を導入し、１０～３０Ｐａの圧力にて３～５
ｋＷのマイクロ波（２．４５ＧＨｚ）電力を印加して気相成長法により酸化窒化シリコン
膜を形成してゲート絶縁膜を形成する。固相反応と気相成長法による反応を組み合わせる
ことにより界面準位密度が低く絶縁耐圧の優れたゲート絶縁膜を形成することができる。
【０１３１】
また、ゲート絶縁膜３１３として、二酸化ジルコニウム、酸化ハフニウム、二酸化チタン
、五酸化タンタルなどの高誘電率材料を用いても良い。ゲート絶縁膜３１３に高誘電率材
料を用いることにより、ゲートリーク電流を低減することができる。
【０１３２】
本実施の形態では、ゲート絶縁膜３１３としてプラズマＣＶＤ法により１１５ｎｍの厚さ
で窒素を含む酸化珪素膜を形成する。
【０１３３】
次いで、ゲート絶縁膜３１３上に金属膜を形成した後、第２のフォトマスクを用いて、ゲ
ート電極３３４、配線３１４及び３１５、端子電極３５０を形成する（図５（Ｂ）参照）
。この金属膜として、例えば窒化タンタル及びタングステン（Ｗ）をそれぞれ３０ｎｍ、
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３７０ｎｍ積層した膜を用いる。
【０１３４】
また、ゲート電極３３４、配線３１４及び３１５、端子電極３５０として、上記以外にも
チタン（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、ネオジ
ム（Ｎｄ）、コバルト（Ｃｏ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、亜鉛（Ｚｎ）、ルテニウム（Ｒ
ｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、パラジウム（Ｐｄ）、オスミウム（Ｏｓ）、イリジウム（Ｉｒ
）、白金（Ｐｔ）、アルミニウム（Ａｌ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）から選
ばれた元素、または前記元素を主成分とする合金材料若しくは化合物材料からなる単層膜
、或いは、これらの窒化物、例えば、窒化チタン、窒化タングステン、窒化タンタル、窒
化モリブデンからなる単層膜を用いることができる。
【０１３５】
また、ゲート電極３３４、配線３１４及び３１５、端子電極３５０に可視光に対して透光
性を有する透光性の材料を用いることもできる。透光性の導電材料としては、インジウム
錫酸化物（ＩＴＯ）、酸化珪素を含むインジウム錫酸化物（ＩＴＳＯ）、有機インジウム
、有機スズ、酸化亜鉛等を用いることができる。また、酸化亜鉛（ＺｎＯ）を含むインジ
ウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ））、酸化亜鉛（ＺｎＯ
）、ＺｎＯにガリウム（Ｇａ）をドープしたもの、酸化スズ（ＳｎＯ２）、酸化タングス
テンを含むインジウム酸化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタ
ンを含むインジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物などを用いてもよい。
【０１３６】
次いで、半導体層３３１への一導電型を付与する不純物の導入を行って、トランジスタ３
７３のソース領域またはドレイン領域３３７の形成を行う（図５（Ｃ）参照）。本実施の
形態ではｎチャネル型トランジスタを形成するので、ｎ型を付与する不純物、例えばリン
（Ｐ）、砒素（Ａｓ）など半導体層３３１に導入する。ｐチャネル型トランジスタを形成
する場合は、ｐ型を付与する不純物、例えばボロン（Ｂ）を半導体層３３１に導入すれば
よい。
【０１３７】
次いで、ＣＶＤ法により酸化珪素膜を含む第１の層間絶縁膜（図示しない）を５０ｎｍ形
成した後、それぞれの島状半導体領域に添加された不純物元素を活性化処理する工程を行
う。この活性化工程は、ランプ光源を用いたラピッドサーマルアニール法（ＲＴＡ法）、
或いはＹＡＧレーザまたはエキシマレーザを裏面から照射する方法、或いは炉を用いた熱
処理、或いはこれらの方法のうち、いずれかと組み合わせた方法によって行う。
【０１３８】
次いで、水素及び酸素を含む窒化珪素膜を含む第２の層間絶縁膜３１６を、例えば１０ｎ
ｍの膜厚で形成する。
【０１３９】
次いで、第２の層間絶縁膜３１６上に絶縁性材料から成る第３の層間絶縁膜３１７を形成
する（図５（Ｄ）参照）。第３の層間絶縁膜３１７はＣＶＤ法で得られる絶縁膜を用いる
ことができる。本実施の形態においては密着性を向上させるため、第３の層間絶縁膜３１
７として、９００ｎｍの膜厚で形成した窒素を含む酸化珪素膜を形成する。
【０１４０】
次に、熱処理（３００～５５０℃で１～１２時間の熱処理、例えば窒素雰囲気中４１０℃
で１時間）を行い、半導体層を水素化する。この工程は第２の層間絶縁膜３１６に含まれ
る水素により半導体層のダングリングボンドを終端させるために行うものである。ゲート
絶縁膜３１３の存在に関係なく半導体層を水素化することができる。
【０１４１】
また第３の層間絶縁膜３１７として、シロキサンを用いた絶縁膜、及びそれらの積層構造
を用いることも可能である。シロキサンは、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨
格構造で構成される。置換基として、少なくとも水素を含む化合物（例えばアルキル基、
アリール基）が用いられる。置換基として、フッ素を用いてもよい。または置換基として
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、少なくとも水素を含む化合物と、フッ素とを用いてもよい。
【０１４２】
第３の層間絶縁膜３１７としてシロキサンを用いた絶縁膜、及びそれらの積層構造を用い
た場合は、第２の層間絶縁膜３１６を形成後、半導体層を水素化するための熱処理を行い
、次に第３の層間絶縁膜３１７を形成することもできる。
【０１４３】
次いで、第３のフォトマスクを用いてレジストからなるマスクを形成し、第１の層間絶縁
膜、第２の層間絶縁膜３１６及び第３の層間絶縁膜３１７またはゲート絶縁膜３１３を選
択的にエッチングしてコンタクトホールを形成する。そして、レジストからなるマスクを
除去する。
【０１４４】
なお、第３の層間絶縁膜３１７は必要に応じて形成すればよく、第３の層間絶縁膜３１７
を形成しない場合は、第２の層間絶縁膜３１６を形成後に第１の層間絶縁膜、第２の層間
絶縁膜３１６及びゲート絶縁膜３１３を選択的にエッチングしてコンタクトホールを形成
する。
【０１４５】
次いで、スパッタ法で金属積層膜を成膜した後、第４のフォトマスクを用いてレジストか
らなるマスクを形成し、選択的に金属膜をエッチングして、配線３１９、接続電極３２０
、端子電極３５１、トランジスタ３７３のソース電極またはドレイン電極３４１を形成す
る。そして、レジストからなるマスクを除去する。なお、本実施の形態の金属膜は、膜厚
１００ｎｍのＴｉ膜と、膜厚３５０ｎｍのＳｉを微量に含むＡｌ膜と、膜厚１００ｎｍの
Ｔｉ膜との３層を積層したものとする。
【０１４６】
また配線３１９、接続電極３２０、端子電極３５１、及びトランジスタ３７３のソース電
極又はドレイン電極３４１を単層の導電膜により形成する場合は、耐熱性及び導電率等の
点からチタン膜（Ｔｉ膜）が好ましい。またチタン膜に変えて、タングステン（Ｗ）、タ
ンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、ネオジム（Ｎｄ）、コバルト（Ｃｏ）、ジルコニ
ウム（Ｚｒ）、亜鉛（Ｚｎ）、ルテニウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、パラジウム（Ｐ
ｄ）、オスミウム（Ｏｓ）、イリジウム（Ｉｒ）、白金（Ｐｔ）から選ばれた元素、また
は前記元素を主成分とする合金材料若しくは化合物材料からなる単層膜、或いは、これら
の窒化物、例えば、窒化チタン、窒化タングステン、窒化タンタル、窒化モリブデンから
なる単層膜を用いることができる。配線３１９、接続電極３２０、端子電極３５１、及び
トランジスタ３７３のソース電極又はドレイン電極３４１を単層膜にすることにより、作
製工程において成膜回数を減少させることが可能となる。
【０１４７】
以上の工程で、多結晶珪素膜を半導体層として用いたトップゲート型のトランジスタ３７
３を作製することができる。
【０１４８】
本実施の形態では、半導体素子層に含まれる半導体素子として、ｎチャネル型トランジス
タを例として示したが、ｐチャネル型トランジスタを用いてもよい。様々な形態の電界効
果トランジスタを用いることができ、用いるトランジスタの種類に限定はない。
【０１４９】
本実施の形態では、シングルゲート構造のトランジスタを説明したが、ダブルゲート構造
などのマルチゲート構造でもよい。この場合、半導体層の上方、下方にゲート電極層を設
ける構造でも良く、半導体層の片側（上方又は下方）にのみ複数ゲート電極層を設ける構
造でもよい。
【０１５０】
インクジェットや印刷法を用いて形成したトランジスタなどを用いることができる。これ
らにより、室温で製造、低真空度で製造、又は大型基板上に製造することができる。また
、マスク（レチクル）を用いなくても製造することが可能となるため、トランジスタのレ
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イアウトを容易に変更することができる。さらに、レジストを用いる必要がないので、材
料費が安くなり、工程数を削減できる。さらに、必要な部分にのみ膜を付けるため、全面
に成膜した後でエッチングする、という製法よりも、材料が無駄にならず、低コストにで
きる。
【０１５１】
または、有機半導体やカーボンナノチューブを有するトランジスタ等を用いることができ
る。これらにより、曲げることが可能な基板上にトランジスタを形成することができる。
そのため、衝撃に強くできる。
【０１５２】
または、半導体層として、単結晶半導体層を用いた透光性のＳＯＩ構造を有する基板など
を用いてトランジスタを形成してもよい。これらにより、特性やサイズや形状などのバラ
ツキが少なく、電流供給能力が高く、サイズの小さいトランジスタを製造することができ
る。これらのトランジスタを用いると、回路の低消費電力化、又は回路の高集積化を図る
ことができる。
【０１５３】
本実施の形態の半導体装置は、薄膜トランジスタを用いて電界効果トランジスタを構成す
ることにより、ガラス基板等の透光性基板上に形成することができる。そのため、光電変
換素子を基板上面に形成しても、基板の裏面から透光性基板を透過した光を光電変換素子
で受光することが可能になる。
【０１５４】
次いで、後に形成される光電変換層（代表的にはアモルファスシリコン）と反応して合金
になりにくい導電性の金属膜（チタン（Ｔｉ）またはモリブデン（Ｍｏ）など）を成膜し
た後、第５のフォトマスクを用いてレジストからなるマスクを形成し、選択的に導電性の
金属膜をエッチングして配線３１９を覆う保護電極３１８、保護電極３４５、保護電極３
４６、及び保護電極３４８を形成する（図６（Ａ））。ここではスパッタ法で得られる膜
厚２００ｎｍのＴｉ膜を用いる。なお、同様に接続電極３２０、端子電極３５１、トラン
ジスタ３７３のソース電極またはドレイン電極３４１も導電性の金属膜で覆われる。従っ
て、導電性の金属膜は、これらの電極における２層目のＡｌ膜が露呈されている側面も覆
い、導電性の金属膜は光電変換層へのアルミニウム原子の拡散も防止できる。
【０１５５】
ただし、配線３１９、接続電極３２０、端子電極３５１、及びトランジスタ３７３のソー
ス電極またはドレイン電極３４１を、単層の導電膜で形成する場合、保護電極３１８、保
護電極３４５、保護電極３４６、及び保護電極３４８は形成しなくてもよい。
【０１５６】
次に第３の層間絶縁膜３１７上に、ｐ型半導体層３７１ｐ、ｉ型半導体層３７１ｉ及びｎ
型半導体層３７１ｎを含む光電変換層３７１を形成する。
【０１５７】
ｐ型半導体層３７１ｐは、周期表第１３属の不純物元素、例えばホウ素（Ｂ）を含んだセ
ミアモルファス（微結晶、マイクロクリスタルともいう）シリコン膜をプラズマＣＶＤ法
にて成膜して形成すればよい。
【０１５８】
微結晶シリコン膜を形成する方法の一例は、シランガスと水素及び／又は希ガスを混合し
てグロー放電プラズマにより成膜する方法が挙げられる。シランは水素及び／又は希ガス
で１０倍から２０００倍に希釈される。そのため多量の水素及び／又は希ガスが必要とさ
れる。基板の加熱温度は１００℃～３００℃、好ましくは１２０℃～２２０℃で行う。微
結晶シリコン膜の成長表面を水素で不活性化し、微結晶シリコンの成長を促進するために
は１２０℃～２２０℃で成膜を行うことが好ましい。成膜処理中、活性種であるＳｉＨラ
ジカル、ＳｉＨ２ラジカル、ＳｉＨ３ラジカルは結晶核を基に結晶成長する。また、シラ
ン等のガス中にＧｅＨ４、ＧｅＦ４などの水素化ゲルマニウム、フッ化ゲルマニウムを混
合する、あるいはシリコンに炭素又はゲルマニウムを加え、エネルギーバンド幅を調節し
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ても良い。シリコンに炭素を加えた場合はエネルギーバンド幅は広がり、またシリコンに
ゲルマニウムを加えた場合はエネルギーバンド幅は狭まる。
【０１５９】
また配線３１９及び保護電極３１８は光電変換層３７１の最下層、本実施の形態ではｐ型
半導体層３７１ｐと接している。
【０１６０】
ｐ型半導体層３７１ｐを形成したら、さらにｉ型半導体層３７１ｉ及びｎ型半導体層３７
１ｎを順に形成する。これによりｐ型半導体層３７１ｐ、ｉ型半導体層３７１ｉ及びｎ型
半導体層３７１ｎを有する光電変換層３７１が形成される。
【０１６１】
ｉ型半導体層３７１ｉとしては、例えばプラズマＣＶＤ法で微結晶シリコン膜を形成すれ
ばよい。またｎ型半導体層３７１ｎとしては、周期表第１５属の不純物元素、例えばリン
（Ｐ）を含む微結晶シリコン膜を形成してもよいし、微結晶シリコン膜を形成後、周期表
第１５属の不純物元素を導入してもよい。
【０１６２】
またｐ型半導体層３７１ｐ、ｉ型半導体層３７１ｉ、ｎ型半導体層３７１ｎとして、微結
晶半導体膜だけではなく、アモルファス半導体膜を用いてもよい。また前記の触媒やレー
ザ結晶化処理により形成される多結晶半導体膜を用いても良い。
【０１６３】
さらには、微結晶シリコン、スマートカット法により形成される単結晶シリコンにて形成
される光電変換層は基板面内の特性のばらつきを低減することができる。
【０１６４】
次いで、全面に絶縁性材料（例えば珪素を含む無機絶縁膜）からなる封止層３２４を厚さ
１μｍ～３０μｍで形成して図６（Ｂ）の状態を得る。ここでは絶縁性材料膜としてＣＶ
Ｄ法により、膜厚１μｍの窒素を含む酸化珪素膜を形成する。ＣＶＤ法による絶縁膜を用
いることによって密着性の向上を図っている。
【０１６５】
次いで、封止層３２４をエッチングして開口部を設けた後、スパッタ法により配線３７４
及び３７５を形成する。配線３７４及び３７５は、チタン膜（Ｔｉ膜）（２００ｎｍ）は
スパッタ法により成膜する。
【０１６６】
次いで露出している面を覆って、保護膜３７７を形成する（図７（Ａ）参照。）。保護膜
３７７として、本実施の形態では窒化珪素膜を用いる。この保護膜３７７により、光電変
換層３７１やトランジスタ３７３に、水分や有機物等の不純物が混入するのを防ぐことが
できる。
【０１６７】
次いで保護膜３７７上に、封止膜３７８を形成する。封止膜３７８も外部ストレスから半
導体素子層を保護する機能を有する。本実施の形態では、封止膜３７８として、感光性の
エポキシ－フェノール系樹脂を用い２０μｍの厚さで形成する。封止膜３７８としては、
エポキシ－フェノール系樹脂であるオームコート１０１２Ｂ（ナミックス株式会社製）を
用いてもよい。
【０１６８】
次いで上層の端子電極が下層の配線３７４、もしくは配線３７５と電気的に接続される領
域の保護膜をエッチングしてコンタクトホールを形成する。
【０１６９】
次いで、封止膜３７８上に、例えばニッケル（Ｎｉ）ペーストを用い、さらにスパッタ法
にてチタン膜（Ｔｉ膜）（１５０ｎｍ）と、ニッケル膜（Ｎｉ膜）（７５０ｎｍ）と、金
膜（Ａｕ膜）（５０ｎｍ）との積層膜を形成する。こうして得られる端子電極１１５ａ１
及び端子電極１１５ａ２の固着強度は５Ｎを超え、端子電極として十分な固着強度を有し
ている。
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【０１７０】
以上の工程で、はんだ接続が可能な端子電極１１５ａ１及び端子電極１１５ａ２が形成さ
れ、図７（Ｂ）に示す構造が得られる。
【０１７１】
実際には、図７（Ｂ）の時点で形成された、光電変換素子及びトランジスタ等を含む１つ
の半導体素子層は、大面積基板上にそれぞれ素子材料を形成されることで大量生産が可能
である。１枚の大面積基板（例えば６００ｃｍ×７２０ｃｍ）からは大量の半導体素子層
を含む半導体集積回路（例えば２ｍｍ×１．５ｍｍ）を製造することができる。その様子
を図８（Ａ）（Ｂ）に示す。
【０１７２】
図８（Ａ）においては、透光性基板１００上に、素子層１５１、封止膜３７８、端子電極
１１５ａ１、１１５ａ２が形成されている。素子層１５１とは、図８において、透光性基
板１００から封止膜３７８との間に形成されている構造全てを含む。
【０１７３】
隣り合う素子層１５１の間にて、透光性基板１００は分断され、個々の素子を含む透光性
基板１０９となる。
【０１７４】
このようにして形成された半導体素子層１０１が形成された透光性基板１０９は、さらに
端子電極１１５ａ１、１１５ａ２の部分にて、はんだ３６３及び３６４でインターポーザ
３６０へと実装される例である（図７（Ｂ）参照。）。なおインターポーザ３６０上の電
極３６１は、はんだ３６３で端子電極１１５ａ１に実装されている。またインターポーザ
３６０の電極３６２は、はんだ３６４にて端子電極１１５ａ２に実装される。
【０１７５】
図７（Ｂ）に示す光電変換素子において、光電変換層３７１に入射する光は、透光性基板
１０９及び透光性樹脂層１１０、１１４を用いることにより、透光性基板１０９及び透光
性樹脂層１１０、１１４側から入ることができる。
【０１７６】
半導体装置は、光電変換素子へ照射する光の入射領域に開口、又は透光性材料を用いて形
成する透光性領域を有する筐体に設けられてもよい。有彩色の透光性樹脂層を透過した光
を光電変換素子に検知させるので、有彩色の透光性樹脂層の被形成領域を筐体で覆うこと
で、外部より透光性樹脂層の被形成領域を透過して光電変換素子へ入射する光を遮断する
ことができる。よって、センサとして半導体装置の精度を高め、誤差を軽減することがで
きる。
【０１７７】
以上の様な作製方法にて、半導体装置を作製すれば、単価を安く、かつ歩留まりを向上さ
せることができる。
【０１７８】
透光性基板を分断する前に、透光性基板の厚さを小さくし、分断工程を２段階で行うこと
で、透光性基板を分断加工する際の切削工具の消耗を低減することが可能となる。透光性
基板の大型化、分断する半導体集積回路の小型化に伴い、切削工具の処理領域は増加する
のでさらに切削工具の消耗は大きくなる。よって、切削工具の消耗を低減することができ
る本明細書に開示する発明は、大面積基板、より小型な半導体集積回路において、特に有
益である。これにより半導体集積回路及び半導体装置をより安価に製造することができる
。透光性基板の厚さが薄いため、半導体集積回路及び半導体装置のサイズを薄型化するこ
とができる。
【０１７９】
よって、薄型であっても取り扱いやすく、信頼性の高い半導体装置を提供することができ
る。
【０１８０】
（実施の形態２）
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本明細書に開示する半導体装置において、半導体素子層に含まれる半導体素子として様々
な形態の電界効果トランジスタを用いることができる。本実施の形態では、半導体素子と
して、単結晶半導体層を有する電界効果トランジスタについて詳細に説明する。
【０１８１】
以下、透光性基板上に、単結晶半導体基板より単結晶半導体層を設け、半導体素子層に含
まれる半導体素子を形成する方法を図１５及び図１６を用いて説明する。
【０１８２】
図１５（Ａ）に示す単結晶半導体基板１１０８は清浄化されており、その表面から電界で
加速されたイオンを所定の深さに照射し、脆弱化層１１１０を形成する。イオンの照射は
透光性基板に転置する単結晶半導体層の厚さを考慮して行われる。イオンを照射する際の
加速電圧はこのような厚さを考慮して、単結晶半導体基板１１０８に照射されるようにす
る。本明細書では、単結晶半導体基板へイオンを照射し、イオンにより微小な空洞を有す
るように脆弱化された領域を脆弱化層という。
【０１８３】
単結晶半導体基板１１０８には、市販の単結晶半導体基板を用いることができ、例えば、
単結晶シリコン基板、単結晶ゲルマニウム基板、単結晶シリコンゲルマニウム基板など、
第４族元素でなる単結晶半導体基板を用いることができる。また、ガリウムヒ素やインジ
ウムリン等の化合物半導体基板も用いることができる。半導体基板として多結晶半導体基
板を用いてもよい。もちろん、単結晶半導体基板は、円形のウエハに限定されるものでは
なく、様々な形状の単結晶半導体基板を用いることができる。例えば、円形、長方形、五
角形、六角形などの多角形の基板を用いることができる。もちろん、市販の円形状の単結
晶半導体ウエハを単結晶半導体基板に用いることも可能である。円形状の単結晶半導体ウ
エハには、シリコンやゲルマニウムなどの半導体ウエハ、ガリウムヒ素やインジウムリン
などの化合物半導体ウエハなどがある。単結晶半導体ウエハの代表例は、単結晶シリコン
ウエハであり、直径５インチ（１２５ｍｍ）、直径６インチ（１５０ｍｍ）、直径８イン
チ（２００ｍｍ）、直径１２インチ（３００ｍｍ）サイズ、直径４００ｍｍ、直径４５０
ｍｍの円形のウエハを用いることができる。また、長方形の単結晶半導体基板は、市販の
円形状の単結晶半導体ウエハを切断することで形成することができる。基板の切断には、
ダイサー或いはワイヤソー等の切断装置、レーザ切断、プラズマ切断、電子ビーム切断、
その他任意の切断手段を用いることができる。また、基板として薄片化する前の半導体基
板製造用のインゴットを、その断面が長方形になるように直方体状に加工し、この直方体
状のインゴットを薄片化することでも、長方形状の単結晶半導体基板を製造することがで
きる。また、単結晶半導体基板の厚さは特に限定されないが、単結晶半導体基板を再利用
することを考慮すれば、厚い方が１枚の原料ウエハからより多くの単結晶半導体層を形成
することができるため、好ましい。市場に流通している単結晶シリコンウエハの厚さは、
そのサイズはＳＥＭＩ規格に準じており、例えば直径６インチのウエハは膜厚６２５μｍ
、直径８インチのウエハは膜厚７２５μｍ、直径１２インチのウエハは７７５μｍとされ
ている。なお、ＳＥＭＩ規格のウエハの厚さは公差±２５μｍを含んでいる。もちろん、
原料となる単結晶半導体基板の厚さはＳＥＭＩ規格に限定されず、インゴットをスライス
するときに、その厚さを適宜調節することができる。もちろん、再利用された単結晶半導
体基板１１０８を用いるときには、その厚さは、ＳＥＭＩ規格よりも薄くなる。透光性基
板上に得られる単結晶半導体層は母体となる半導体基板を選択することによって決定する
ことができる。
【０１８４】
また、単結晶半導体基板１１０８は、作製する半導体素子（本実施の形態においては電界
効果トランジスタ）によって、結晶面方位を選択すればよい。例えば、結晶面方位として
｛１００｝面、｛１１０｝面など有する単結晶半導体基板を用いることができる。
【０１８５】
本実施の形態は、単結晶半導体基板の所定の深さに水素、ヘリウム、又はフッ素をイオン
照射して添加し、その後熱処理を行って表層の単結晶半導体層を剥離するイオン照射剥離
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法で形成するが、ポーラスシリコン上に単結晶シリコンをエピタキシャル成長させた後、
ポーラスシリコン層をウオータージェットで劈開して剥離する方法を適用しても良い。
【０１８６】
単結晶半導体基板１１０８として単結晶シリコン基板を用い、希フッ酸で表面を処理し、
自然酸化膜の除去と表面に付着するゴミ等の汚染物も除去して単結晶半導体基板１１０８
表面を清浄化する。
【０１８７】
脆弱化層１１１０は、イオンをイオンドーピング法（ＩＤ法と略記する）やイオン注入法
（ＩＩ法と略記する）によって照射すればよい。脆弱化層１１１０は水素、ヘリウム若し
くはフッ素に代表されるハロゲンのイオンを照射することで形成される。ハロゲン元素と
してフッ素イオンを照射する場合にはソースガスとしてＢＦ３を用いれば良い。なお、イ
オン注入とはイオン化したガスを質量分離して半導体基板に照射する方式をいう。
【０１８８】
例えば、イオン注入法を用いて、イオン化した水素ガスを質量分離し、Ｈ＋のみ、（又は
Ｈ２

＋のみ）を選択的に加速して単結晶半導体基板に照射することができる。
【０１８９】
イオンドープ法は、イオン化したガスを質量分離せずに、プラズマ中で複数種のイオン種
を作り、それらを加速して単結晶半導体基板に照射する。例えば、Ｈ＋、Ｈ２

＋、Ｈ３
＋

イオンを含む水素では、照射されるイオンは、代表的にＨ３
＋イオンが５０％以上、例え

ばＨ３
＋イオンが８０％、他のイオン（Ｈ２

＋、Ｈ３
＋イオン）が２０％、が一般的であ

る。Ｈ３
＋イオンのイオン種のみとして照射することもここではイオンドープとする。

【０１９０】
また、一又は複数の同一の原子から成る質量の異なるイオンを照射してもよい。例えば、
水素イオンを照射する場合には、Ｈ＋、Ｈ２

＋、Ｈ３
＋イオンを含ませると共に、Ｈ３

＋

イオンの割合を高めておくことが好ましい。水素イオンを照射する場合には、Ｈ＋、Ｈ２
＋、Ｈ３

＋イオンを含ませると共に、Ｈ３
＋イオンの割合を高めておくと照射効率を高め

ることができ、照射時間を短縮することができる。このような構成とすることで、剥離を
容易に行うことができる。
【０１９１】
以下、イオンドーピング法とイオン注入法について詳細に説明する。イオンドーピング法
に用いるイオンドーピング装置（ＩＤ装置ともいう）では、プラズマ空間が大きく、大量
のイオンを単結晶半導体基板に照射することができる。一方、イオン注入法に用いるイオ
ン注入装置（ＩＩ装置ともいう）は、プラズマから取り出したイオンを質量分析して特定
のイオン種だけを半導体基板に打ち込めるという特徴があり、基本的に点ビ－ムをスキャ
ンさせて処理する。
【０１９２】
プラズマ発生方法としては、どちらの装置も、例えば、フィラメントを熱して出てくる熱
電子によりプラズマ状態を作っている。しかし、生成される水素イオン（Ｈ＋、Ｈ２

＋、
Ｈ３

＋）が半導体基板に照射される際の水素イオン種の割合は、イオンドーピング法とイ
オン注入法で大きく異なる。
【０１９３】
Ｈ３

＋をより多く照射するという観点からすれば、イオン注入装置よりイオンドーピング
装置を用いる方が好ましいといえる。
【０１９４】
単結晶シリコン基板に水素イオンやフッ素イオンのようなハロゲンイオンを照射した場合
、添加されたフッ素が、シリコン結晶格子内のシリコン原子をノックアウトする（追い出
す）ことによって空白部分を効果的に作り出し、脆弱化層に微小な空洞を作る。この場合
、比較的低温の熱処理によって脆弱化層に形成された微小な空洞の体積変化が起こり、脆
弱化層に沿って分離することにより薄い単結晶半導体層を形成することができる。フッ素
イオンを照射した後に、水素イオンを照射して空洞内に水素を含ませるようにしても良い



(26) JP 5376961 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

。単結晶半導体基板から薄い単結晶半導体層を分離するために形成する脆弱化層は、脆弱
化層に形成された微小な空洞の体積変化を利用して分離をするので、このようにフッ素イ
オンや水素イオンの作用を有効利用することが好ましい。
【０１９５】
また、単結晶半導体基板と上記単結晶半導体層と接合する絶縁層との間に、保護層を形成
してもよい。保護層は、窒化シリコン層、酸化シリコン層、窒化酸化シリコン層、又は酸
化窒化シリコン層から選ばれた一層又は複数の層による積層構造により形成することがで
きる。これらの層は、単結晶半導体基板に脆弱化層が形成される前に単結晶半導体基板上
に形成することができる。また、単結晶半導体基板に脆弱化層を形成した後に単結晶半導
体基板上に形成してもよい。
【０１９６】
なお、酸化窒化シリコン膜とは、その組成として、窒素よりも酸素の含有量が多いもので
あって、ラザフォード後方散乱法（ＲＢＳ：Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ　Ｂａｃｋｓｃａｔｔ
ｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）及び水素前方散乱法（ＨＦＳ：Ｈｙｄｒｏｇｅ
ｎ　Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ）を用いて測定した場合に、濃度範囲として
酸素が５０～７０原子％、窒素が０．５～１５原子％、Ｓｉが２５～３５原子％、水素が
０．１～１０原子％の範囲で含まれるものをいう。また、窒化酸化シリコン膜とは、その
組成として、酸素よりも窒素の含有量が多いものであって、ＲＢＳ及びＨＦＳを用いて測
定した場合に、濃度範囲として酸素が５～３０原子％、窒素が２０～５５原子％、Ｓｉが
２５～３５原子％、水素が１０～３０原子％の範囲で含まれるものをいう。但し、酸化窒
化シリコンまたは窒化酸化シリコンを構成する原子の合計を１００原子％としたとき、窒
素、酸素、Ｓｉ及び水素の含有比率が上記の範囲内に含まれるものとする。
【０１９７】
脆弱化層の形成に当たってはイオンを高ドーズ条件で照射する必要があり、単結晶半導体
基板１１０８の表面が粗くなってしまう場合がある。そのためイオンが照射される表面に
窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、若しくは酸化シリコン膜などによりイオン照射に
対する保護層を５０ｎｍ乃至２００ｎｍの厚さで設けておいても良い。
【０１９８】
例えば、単結晶半導体基板１１０８上に保護層としてプラズマＣＶＤ法により酸化窒化シ
リコン膜（膜厚５ｎｍ～３００ｎｍ、望ましくは３０ｎｍ～１５０ｎｍ（例えば５０ｎｍ
））と窒化酸化シリコン膜（膜厚５ｎｍ～１５０ｎｍ、望ましくは１０ｎｍ～１００ｎｍ
（例えば５０ｎｍ））の積層を形成する。一例としては、単結晶半導体基板１１０８上に
酸化窒化シリコン膜を膜厚５０ｎｍ形成し、該酸化窒化シリコン膜上に窒化酸化シリコン
膜を膜厚５０ｎｍ形成し、積層する。酸化窒化シリコン膜は有機シランガスを用いて化学
気相成長法により作製される酸化シリコン膜でもよい。
【０１９９】
また、単結晶半導体基板１１０８を脱脂洗浄し、表面の酸化膜を除去して熱酸化を行って
もよい。熱酸化としては通常のドライ酸化でも良いが、酸化雰囲気中にハロゲンを添加し
た酸化を行うことが好ましい。例えば、酸素に対しＨＣｌを０．５～１０体積％（好まし
くは３体積％）の割合で含む雰囲気中で、７００℃以上の温度で熱処理を行う。好適には
９５０℃～１１００℃の温度で熱酸化を行うと良い。処理時間は０．１～６時間、好まし
くは０．５～３．５時間とすれば良い。形成される酸化膜の膜厚としては、１０ｎｍ～１
０００ｎｍ（好ましくは５０ｎｍ～２００ｎｍ）、例えば１００ｎｍの厚さとする。
【０２００】
ハロゲンを含むものとしてはＨＣｌの他に、ＨＦ、ＮＦ３、ＨＢｒ、Ｃｌ２、ＣｌＦ３、
ＢＣｌ３、Ｆ２、Ｂｒ２、ジクロロエチレンなどから選ばれた一種又は複数種を適用する
ことができる。
【０２０１】
このような温度範囲で熱処理を行うことで、ハロゲン元素によるゲッタリング効果を得る
ことができる。ゲッタリングとしては、特に金属不純物を除去する効果がある。すなわち
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、塩素の作用により、金属などの不純物が揮発性の塩化物となって気相中へ離脱して除去
される。単結晶半導体基板１１０８の表面を化学的機械研磨（ＣＭＰ）処理をしたものに
対しては有効である。また、水素は単結晶半導体基板１１０８と形成される絶縁層との界
面の欠陥を補償して界面の局在準位密度を低減する作用を奏し、単結晶半導体基板１１０
８と絶縁層との界面が不活性化されて電気的特性が安定化する。
【０２０２】
この熱処理により形成される酸化膜中にハロゲンを含ませることができる。ハロゲン元素
は１×１０１７／ｃｍ３～５×１０２０／ｃｍ３の濃度で含まれることにより金属などの
不純物を捕獲して単結晶半導体基板１１０８の汚染を防止する保護層としての機能を発現
させることができる。
【０２０３】
脆弱化層１１１０を形成する際、加速電圧と全イオン数は、単結晶半導体基板上に堆積し
た膜の厚さと、目的とする単結晶半導体基板より分離して透光性基板上に転置される単結
晶半導体層の膜厚と、照射するイオン種によって調整することができる。
【０２０４】
例えば、イオンドーピング法で原料として水素ガスを用い、加速電圧を４０ｋＶ、全イオ
ン数２×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２でイオンを照射して脆弱化層を形成することができる
。保護層の膜厚を厚くすれば、同一条件でイオンを照射し脆弱化層を形成した場合、目的
とする単結晶半導体基板より分離して透光性基板上に転置（転載）される単結晶半導体層
として、膜厚の薄い単結晶半導体層を形成することができる。例えば、イオン種（Ｈ＋、
Ｈ２

＋、Ｈ３
＋イオン）の割合にもよるが、上記条件で脆弱化層を形成するとし、保護層

として単結晶半導体基板上に酸化窒化シリコン膜（膜厚５０ｎｍ）と窒化酸化シリコン膜
（膜厚５０ｎｍ）を保護層として積層する場合、透光性基板に転置される単結晶半導体層
の膜厚は約１２０ｎｍとなり、単結晶半導体基板上に酸化窒化シリコン膜（膜厚１００ｎ
ｍ）と窒化酸化シリコン膜（膜厚５０ｎｍ）を保護層として積層する場合は、透光性基板
に転置される単結晶半導体層の膜厚は約７０ｎｍとなる。
【０２０５】
ヘリウム（Ｈｅ）や水素を原料ガスにする場合、加速電圧を１０ｋＶ～２００ｋＶの範囲
で、ドーズ量を１×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２～６×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２の範囲で
照射し脆弱化層を形成することができる。ヘリウムを原料ガスにすると、質量分離を行わ
なくてもＨｅ＋イオンを主なイオンとして照射することができる。また、水素を原料ガス
とするとＨ３

＋イオンやＨ２
＋イオンを主なイオンとして照射することができる。イオン

種は、プラズマの生成方法、圧力、原料ガス供給量、加速電圧によっても変化する。
【０２０６】
脆弱化層形成の例としては、単結晶半導体基板上に酸化窒化シリコン膜（膜厚５０ｎｍ）
、窒化酸化シリコン膜（膜厚５０ｎｍ）、及び酸化シリコン膜（膜厚５０ｎｍ）を保護層
として積層し、水素を加速電圧４０ｋＶ、ドーズ量２×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２で照射
し単結晶半導体基板に脆弱化層を形成する。その後保護層の最上層である該酸化シリコン
膜上に接合面を有する絶縁層として酸化シリコン膜（膜厚５０ｎｍ）を形成する。脆弱化
層形成の他の例としては、単結晶半導体基板上に酸化シリコン膜（膜厚１００ｎｍ）、及
び窒化酸化シリコン膜（膜厚５０ｎｍ）を保護層として積層し、水素を加速電圧４０ｋＶ
、ドーズ量２×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２で照射し単結晶半導体基板に脆弱化層を形成す
る。その後保護層の最上層である該窒化酸化シリコン膜上に接合面を有する絶縁層として
酸化シリコン膜（膜厚５０ｎｍ）を形成する。なお、上記酸化窒化シリコン膜及び窒化酸
化シリコン膜はプラズマＣＶＤ法により形成すればよく、上記酸化シリコン膜は有機シラ
ンガスを用いてＣＶＤ法により形成すればよい。
【０２０７】
また、透光性基板と単結晶半導体基板との間に絶縁層を形成してもよい。絶縁層は透光性
基板側、あるいは単結晶半導体基板側どちらか一方でもよいし、両方に形成してもよい。
接合を形成する面に形成する絶縁層は平滑面を有し親水性表面を形成する。該絶縁層とし
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ては、酸化シリコン膜を用いることができる。酸化シリコン膜としては有機シランガスを
用いて化学気相成長法により作製される酸化シリコン膜が好ましい。その他に、シランガ
スを用いて化学気相成長法により作製される酸化シリコン膜を適用することもできる。
【０２０８】
有機シランガスとしては、珪酸エチル（ＴＥＯＳ：化学式Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）、トリ
メチルシラン（ＴＭＳ：（ＣＨ３）３ＳｉＨ）、テトラメチルシラン（化学式Ｓｉ（ＣＨ

３）４）、テトラメチルシクロテトラシロキサン（ＴＭＣＴＳ）、オクタメチルシクロテ
トラシロキサン（ＯＭＣＴＳ）、ヘキサメチルジシラザン（ＨＭＤＳ）、トリエトキシシ
ラン（ＳｉＨ（ＯＣ２Ｈ５）３）、トリスジメチルアミノシラン（ＳｉＨ（Ｎ（ＣＨ３）

２）３）等のシリコン含有化合物を用いることができる。なお、原料ガスに有機シランを
用いて化学気相成長法により酸化シリコン層を形成する場合、酸素を付与するガスを混合
させることが好ましい。酸素を付与するガスとしては、酸素、亜酸化窒素、二酸化窒素等
を用いることができる。さらに、アルゴン、ヘリウム、窒素又は水素等の不活性ガスを混
合させてもよい。
【０２０９】
また、接合を形成する面に形成する絶縁層として、モノシラン、ジシラン、又はトリシラ
ン等のシランを原料ガスに用いて化学気相成長法により形成される酸化シリコン膜を適用
することもできる。この場合も、酸素を付与するガスや不活性ガス等を混合させることが
好ましい。また、単結晶半導体層と接合する絶縁層となる酸化シリコン膜は、塩素を含ん
でいてもよい。なお、本明細書において、化学気相成長（ＣＶＤ；Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖ
ａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法は、プラズマＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、光ＣＶＤ法を
範疇に含む。
【０２１０】
その他、接合を形成する面に形成する絶縁層として、酸化性雰囲気下において熱処理する
ことにより形成される酸化シリコン、酸素ラジカルの反応により成長する酸化シリコン、
酸化性の薬液により形成されるケミカルオキサイドなどを適用することもできる。絶縁層
として、シロキサン（Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ）結合を含む絶縁層を適用してもよい。また、前記
有機シランガスと、酸素ラジカル又は窒素ラジカルとを反応させて絶縁層を形成してもよ
い。
【０２１１】
絶縁層において、接合を形成する面の表面は、算術平均粗さＲａが０．８ｎｍ未満、二乗
平均平方根粗さＲｍｓが０．９ｎｍ未満が望ましく、Ｒａが０．４ｎｍ以下、Ｒｍｓが０
．５ｎｍ以下がより望ましく、さらにはＲａが０．３ｎｍ以下、Ｒｍｓが０．４ｎｍ以下
がより望ましい。例えば、Ｒａが０．２７ｎｍ、Ｒｍｓが０．３４ｎｍである。本明細書
においてＲａは算術平均粗さであり、Ｒｍｓは二乗平均平方根粗さであり、測定範囲は２
μｍ２、又は１０μｍ２である。
【０２１２】
透光性基板と単結晶半導体基板とを接合するに際し、接合を形成する面の一方若しくは双
方に、好ましくは有機シランを原材料として成膜した酸化シリコン膜でなる絶縁層を設け
ると強固な接合を形成することができる。
【０２１３】
本実施の形態では、図１５（Ｂ）で示すように透光性基板と接合を形成する面に絶縁層１
１０４として酸化シリコン膜を形成する。酸化シリコン膜としては有機シランガスを用い
て化学気相成長法により作製される酸化シリコン膜が好ましい。その他に、シランガスを
用いて化学気相成長法により作製される酸化シリコン膜を適用することもできる。化学気
相成長法による成膜では、単結晶半導体基板に形成した脆弱化層１１１０から脱ガスが起
こらない温度として、例えば３５０℃以下（具体的な例としては３００℃）の成膜温度が
適用される。また、単結晶半導体基板から単結晶半導体層を剥離する熱処理は、成膜温度
よりも高い熱処理温度が適用される。
【０２１４】



(29) JP 5376961 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

透光性基板には、不純物元素の拡散を防止する窒化シリコン膜又は窒化酸化シリコン膜を
ブロッキング層（バリア層ともいう）として設けてもよい。さらに応力を緩和する作用の
ある絶縁膜として酸化窒化シリコン膜を組み合わせても良い。
【０２１５】
図１５（Ｃ）は透光性基板１１０１上に設けられたブロッキング層１１０９と単結晶半導
体基板１１０８の絶縁層１１０４が形成された面とを密接させ、この両者を接合させる態
様を示す。接合を形成する面は、十分に清浄化しておく。透光性基板１１０１上に設けら
れたブロッキング層１１０９と単結晶半導体基板１１０８の絶縁層１１０４が形成された
面は、メガソニック洗浄などによって清浄化すればよい。また、メガソニック洗浄後にオ
ゾン水で洗浄し、有機物の除去と表面の親水性向上を行ってもよい。
【０２１６】
透光性基板１１０１上のブロッキング層１１０９と絶縁層１１０４を対向させて、一箇所
を外部から押しつけると、局所的に接合面同士の距離が縮まる事による、ファン・デル・
ワールス力の強まりや水素結合の寄与によって、お互いに引きつけ合う。更に、隣接した
領域でも対向する透光性基板１１０１上のブロッキング層１１０９と絶縁層１１０４間の
距離が縮まるので、ファン・デル・ワールス力が強く作用する領域や水素結合が関与する
領域が広がる事によって、接合（ボンディングともいう）が進行し接合面全域に接合が広
がる。
【０２１７】
押しつける際に、基板四隅の一ヶ所を１００ｋＰａ～５０００ｋＰａの圧力で抑えると、
接合面同士が近づき、ファン・デル・ワールス力から水素結合へ移行することができる。
基板内において一ヶ所の接合面が近接すると、隣接する接合面も近接し水素結合へ移行す
るため、接合面全域が水素結合へ移行することができる。
【０２１８】
良好な接合を形成するために、表面を活性化しておいても良い。例えば、接合を形成する
面に原子ビーム若しくはイオンビームを照射する。原子ビーム若しくはイオンビームを利
用する場合には、アルゴン等の不活性ガス中性原子ビーム若しくは不活性ガスイオンビー
ムを用いることができる。その他に、プラズマ照射若しくはラジカル処理を行う。このよ
うな表面処理により２００℃乃至４００℃の温度であっても異種材料間の接合を形成する
ことが容易となる。
【０２１９】
また、透光性基板と絶縁層との接合界面の接合強度を向上させるために、加熱処理を行う
と好ましい。例えば、オーブンや炉などで７０℃～３５０℃（例えば２００℃で２時間）
の温度条件で熱処理を行う。
【０２２０】
図１５（Ｄ）において、透光性基板１１０１と単結晶半導体基板１１０８を貼り合わせた
後、加熱処理を行い脆弱化層１１１０を劈開面として単結晶半導体基板１１０８を透光性
基板１１０１から剥離する。例えば、４００℃～７００℃の熱処理を行うことにより、脆
弱化層１１１０に形成された微小な空洞の体積変化が起こり、脆弱化層１１１０に沿って
劈開することが可能となる。絶縁層１１０４はブロッキング層１１０９を介して透光性基
板１１０１と接合しているので、透光性基板１１０１上には単結晶半導体基板１１０８と
同じ結晶性の単結晶半導体層１１０２が残存することとなる。
【０２２１】
４００℃～７００℃の温度域での熱処理は、前述の接合強度を向上させるための熱処理と
同じ装置で連続して行ってもよいし、別の装置で行ってもよい。例えば炉で２００℃２時
間熱処理した後に、６００℃近傍まで昇温し２時間保持し、４００℃から室温までの温度
域に降温した後炉より取り出す。また、熱処理は室温から昇温してもよい。また、炉で２
００℃２時間熱処理した後に、瞬間熱アニール（ＲＴＡ）装置によって６００℃～７００
℃の温度域で、１分間～３０分間（例えば６００℃７分間、６５０℃７分間）熱処理を行
ってもよい。
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【０２２２】
４００℃～７００℃の温度域での熱処理により、絶縁層と透光性基板との接合は水素結合
から共有結合に移行し、脆弱化層に添加された元素が析出し圧力が上昇し、単結晶半導体
基板より単結晶半導体層を剥離することができる。熱処理を行った後は透光性基板と単結
晶半導体基板は、一方が他方に載っている状態であり、大きな力を加えずに透光性基板と
単結晶半導体基板を離すことができる。例えば、上方に載っている基板を真空チャックで
持ち上げることにより簡単に話すことができる。この際、下側の基板の真空チャックやメ
カニカルチャックで固定しておくと水平方向のずれがなく透光性基板及び単結晶半導体基
板の両基板を離すことができる。
【０２２３】
なお、図１５、図１６においては、単結晶半導体基板１１０８が透光性基板１１０１より
小さいサイズの例を示すが、それに限定されず、単結晶半導体基板１１０８と透光性基板
１１０１が同じサイズであってもよいし、単結晶半導体基板１１０８が透光性基板１１０
１より大きいサイズであってもよい。
【０２２４】
図１６は透光性基板側に絶縁層を設けて単結晶半導体層を形成する工程を示す。図１６（
Ａ）は保護層１１２１として酸化シリコン膜が形成された単結晶半導体基板１１０８に電
界で加速されたイオンを所定の深さに照射し、脆弱化層１１１０を形成する工程を示して
いる。イオンの照射は図１５（Ａ）の場合と同様である。単結晶半導体基板１１０８の表
面に保護層１１２１を形成しておくことでイオン照射によって表面がダメージを受け、平
坦性が損なわれるのを防ぐことができる。また、保護層１１２１によって、単結晶半導体
基板１１０８から形成される単結晶半導体層１１０２に対する不純物の拡散防止効果を発
現する。
【０２２５】
図１６（Ｂ）は、ブロッキング層１１０９及び絶縁層１１０４が形成された透光性基板１
１０１と単結晶半導体基板１１０８の保護層１１２１が形成された面を密着させて接合を
形成する工程を示している。透光性基板１１０１上の絶縁層１１０４と単結晶半導体基板
１１０８の保護層１１２１を密着させることにより接合が形成される。
【０２２６】
その後、図１６（Ｃ）で示すように単結晶半導体基板１１０８を剥離する。単結晶半導体
層を剥離する熱処理は図１５（Ｄ）の場合と同様にして行う。このようにして図１６（Ｃ
）で示す絶縁層を介して単結晶半導体層を有するＳＯＩ構造の半導体基板を得ることがで
きる。
【０２２７】
また、単結晶半導体基板より分離し、透光性基板に転置された単結晶半導体層は、分離工
程およびイオン注入工程によって、結晶欠陥が生じ、また、その表面は平坦性が損なわれ
、凹凸が形成されてしまう場合がある。単結晶半導体層を用いて半導体素子としてトラン
ジスタを作製する場合、このような凹凸のある単結晶半導体層の上面に薄く、絶縁耐圧性
の高いゲート絶縁層を形成することは困難である。また、単結晶半導体層に結晶欠陥があ
ると、ゲート絶縁層との局在界面準位密度が高くなるなど、トランジスタの性能および信
頼性に影響を与える。
【０２２８】
従って単結晶半導体層にレーザ光のような電磁波を照射し、結晶欠陥を低減させることが
好ましい。電磁波を照射することによって、単結晶半導体層の少なくとも一部の領域を溶
融させ、単結晶半導体層中の結晶欠陥を低減させることができる。なお、電磁波の照射前
に単結晶半導体層表面に形成された酸化膜（自然酸化膜、あるいはケミカル酸化膜）を希
フッ酸で除去するとよい。
【０２２９】
電磁波は単結晶半導体層に高いエネルギーを供給できるものであればよく、好適にはレー
ザ光を用いることができる。
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【０２３０】
またエネルギーの供給は、高エネルギーを有する粒子を照射などによって単結晶半導体層
に衝突させ、主として熱伝導によって行うこともできる。高エネルギーを有する粒子を提
供する熱源としては、プラズマを用いることができ、常圧プラズマ、高圧プラズマ、熱プ
ラズマジェット、ガスバーナーなどの炎を用いることができる、又、他の熱源としては電
子ビームなどを用いることができる。
【０２３１】
電磁波の波長は、単結晶半導体層に吸収される波長とする。その波長は、電磁波の表皮深
さ（ｓｋｉｎ　ｄｅｐｔｈ）などを考慮して決定することができる。例えば、電磁波の波
長は１９０ｎｍ～６００ｎｍを用いることができる。また、電磁波のエネルギーは、電磁
波の波長、電磁波の表皮深さ、照射する単結晶半導体層の膜厚などを考慮して決定するこ
とができる。
【０２３２】
レーザ光を発振するレーザは、連続発振レーザ、疑似連続発振レーザ及びパルス発振レー
ザを用いることができる。部分溶融させるためパルス発振レーザが好ましい。例えば、Ｋ
ｒＦレーザなどのエキシマレーザ、Ａｒレーザ、Ｋｒレーザなどの気体レーザがある。そ
の他、固体レーザとして、ＹＡＧレーザ、ＹＶＯ４レーザ、ＹＬＦレーザ、ＹＡｌＯ３レ
ーザ、ＧｄＶＯ４レーザ、ＫＧＷレーザ、ＫＹＷレーザ、アレキサンドライトレーザ、Ｔ
ｉ：サファイアレーザ、Ｙ２Ｏ３レーザなどがある。なお、エキシマレーザはパルス発振
レーザであるが、ＹＡＧレーザなどの固体レーザには、連続発振レーザにも、疑似連続発
振レーザにも、パルス発振レーザにもなるものがある。なお、固体レーザにおいては、基
本波の第２高調波～第５高調波を適用するのが好ましい。また、ＧａＮ、ＧａＡｓ、Ｇａ
ＡｌＡｓ、ＩｎＧａＡｓＰ等の半導体レーザも用いることができる。
【０２３３】
また、電磁波のエネルギーを単結晶半導体層に照射できるならば、ランプ光を用いてもよ
い。例えば、紫外線ランプ、ブラックライト、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ、
キセノンアークランプ、カーボンアークランプ、高圧ナトリウムランプ、または高圧水銀
ランプから射出された光を用いてもよい。上記ランプ光を用いたフラッシュアニールを用
いてもよい。ハロゲンランプやキセノンランプなどを好適に用いて行うフラッシュアニー
ルは極短時間の処理でよいため、透光性基板の温度上昇を抑えることができる。
【０２３４】
電磁波の形状や電磁波の進路を調整するため、シャッター、ミラー又はハーフミラー等の
反射体、シリンドリカルレンズや凸レンズなどによって構成される光学系が設置されてい
てもよい。
【０２３５】
なお、電磁波の照射方法は、選択的に電磁波を照射してもよいし、光（電磁波）をＸＹ軸
方向に走査して光（電磁波）を照射することができる。この場合、光学系にポリゴンミラ
ーやガルバノミラーを用いることが好ましい。
【０２３６】
電磁波の照射は、大気雰囲気のような酸素を含む雰囲気、または窒素雰囲気のような不活
性雰囲気で行うことができる。不活性雰囲気中で電磁波を照射するには、気密性のあるチ
ャンバー内で電磁波を照射し、このチャンバー内の雰囲気を制御すればよい。チャンバー
を用いない場合は、電磁波の被照射面に窒素ガスなど不活性ガスを吹き付けることで、窒
素雰囲気を形成することもできる。
【０２３７】
さらに、電磁波照射などの高エネルギーを供給され、結晶欠陥を低減された単結晶半導体
層表面に研磨処理を行ってもよい。研磨処理によって単結晶半導体層表面の平坦性を高め
ることができる。
【０２３８】
研磨処理としては、化学的機械研磨（ＣＭＰ）法や液体ジェット研磨法を用いることがで
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きる。なお、研磨処理前に単結晶半導体層表面を洗浄し、清浄化する。洗浄は、メガソニ
ック洗浄や２流体ジェット洗浄等を用いればよく、洗浄により単結晶半導体層表面のゴミ
等を除去する。また、希フッ酸を用いて単結晶半導体層表面上の自然酸化膜等を除去して
単結晶半導体層を露出させると好適である。
【０２３９】
また、電磁波を照射する前にも単結晶半導体層表面に研磨処理（又はエッチング処理）を
行ってもよい。
【０２４０】
また、単結晶半導体基板より単結晶半導体層を転載する際、単結晶半導体基板を選択的に
エッチングし、形状を加工された複数の単結晶半導体層を、透光性基板に転載してもよい
。透光性基板には、複数の島状の単結晶半導体層を形成することができる。予め、単結晶
半導体基板で形状を加工して転載するために、単結晶半導体基板の大きさや形状に制限を
受けない。そのために大型の透光性基板への単結晶半導体層の転載がより効率よく行うこ
とができる。
【０２４１】
さらに、透光性基板上に貼り合わせられた単結晶半導体層に対して、エッチングを行い、
単結晶半導体層の形状を加工、修正し精密に制御してもよい。これにより、半導体素子の
単結晶半導体層の形状に加工でき、レジストマスク形成時の露光の回り込みなどによるパ
ターンズレや、転載時の貼り合わせ工程による位置ズレなどによる単結晶半導体層の形成
位置の誤差や形状不良を修正することができる。
【０２４２】
従って、透光性基板に所望の形状の複数の単結晶半導体層を、歩留まりよく形成すること
ができる。よって、大面積基板により精密な高性能の半導体素子及び集積回路を有する半
導体装置を高スループットで生産性よく作製することができる。
【０２４３】
また、単結晶半導体基板より単結晶半導体層を分離してから、透光性基板に貼り合わせて
もよい。劈開により露出される単結晶半導体層の表面を透光性基板側に向けて貼り合わせ
てもよいし、劈開により露出される単結晶半導体層の表面とゲート絶縁膜とが接するよう
に、単結晶半導体層を透光性基板上に貼り合わせてもよい。
【０２４４】
本実施の形態において、単結晶半導体基板１１０８として単結晶シリコン基板を適用した
場合は、単結晶半導体層１１０２として単結晶シリコン層を得ることが可能である。また
、本実施の形態の半導体装置の製造方法は、プロセス温度を７００℃以下とすることがで
きるため、透光性基板１１０１としてガラス基板を適用することができる。すなわち、従
来の薄膜トランジスタと同様にガラス基板上に形成することができ、かつ単結晶シリコン
層を半導体層に適用することが可能となる。これらのことにより、高速動作が可能で、サ
ブスレッショルド値が低く、電界効果移動度が高く、低消費電圧で駆動可能など高性能、
高信頼性のトランジスタをガラス基板等の透光性基板上に作製することができる。
【０２４５】
本実施の形態は、実施の形態１と適宜組み合わせることができる。
【０２４６】
（実施の形態３）
本実施の形態では、実施の形態２において、単結晶半導体基板より透光性基板へ単結晶半
導体層を接合する工程の異なる例を示す。従って、実施の形態２と同一部分又は同様な機
能を有する部分の繰り返しの説明は省略する。
【０２４７】
まず、単結晶基板側の処理を説明する。本実施の形態では、単結晶半導体基板を脱脂洗浄
し、表面の酸化膜を除去して熱酸化を行う。熱酸化としては、酸化雰囲気中にハロゲンを
添加した酸化を行うことが好ましい。例えば、酸素に対しＨＣｌを０．５～１０体積％（
好ましくは３体積％）の割合で含む雰囲気中で、７００℃以上の温度で熱処理を行う。好
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適には９５０℃～１１００℃の温度で熱酸化を行うと良い。処理時間は０．１～６時間、
好ましくは０．５～３．５時間とすれば良い。形成される酸化膜の膜厚としては、１０ｎ
ｍ～１０００ｎｍ（好ましくは５０ｎｍ～２００ｎｍ）、例えば１００ｎｍの厚さとする
。
【０２４８】
ハロゲンを含むものとしてはＨＣｌの他に、ＨＦ、ＮＦ３、ＨＢｒ、Ｃｌ２、ＣｌＦ３、
ＢＣｌ３、Ｆ２、Ｂｒ２などから選ばれた一種又は複数種を適用することができる。
【０２４９】
このような温度範囲で熱処理を行うことで、ハロゲン元素によるゲッタリング効果を得る
ことができる。ゲッタリングとしては、特に金属不純物を除去する効果がある。すなわち
、塩素の作用により、金属などの不純物が揮発性の塩化物となって気相中へ離脱して除去
される。単結晶半導体基板の表面を化学的機械研磨（ＣＭＰ）処理をしたものに対しては
有効である。また、水素は単結晶半導体基板と、透光性基板に形成される絶縁層との界面
の欠陥を補償して界面の局在準位密度を低減する作用を奏し、単結晶半導体基板と絶縁層
との界面が不活性化されて電気的特性が安定化する。
【０２５０】
この熱処理により形成される酸化膜中にハロゲンを含ませることができる。ハロゲン元素
は１×１０１７／ｃｍ３～５×１０２０／ｃｍ３の濃度で含まれることにより金属などの
不純物を捕獲して単結晶半導体基板の汚染を防止する保護層としての機能を発現させるこ
とができる。
【０２５１】
単結晶半導体基板にイオンを導入し、脆弱化層を形成する。脆弱化層が形成される領域の
深さは、導入されるイオンの加速エネルギーと入射角によって調節することができる。加
速エネルギーは加速電圧、ドーズ量などにより調節できる。
【０２５２】
イオンの導入の際に用いるガスとしては、水素ガス、希ガス等があるが、本実施の形態で
は水素ガスを用いることが好ましい。イオンドーピング法で水素ガスを用いた場合、生成
するイオン種は、Ｈ＋、Ｈ２

＋及びＨ３
＋であるが、Ｈ３

＋が最も多く導入されることが
好ましい。Ｈ３

＋はＨ＋、Ｈ２
＋よりもイオンの導入効率がよく、導入時間の短縮を図る

ことができる。また、後の工程において脆弱化層に亀裂が生じやすくなる。
【０２５３】
次に、透光性基板側の処理を説明する。まず透光性基板の表面を洗浄する。洗浄は、塩酸
過水（ＨＰＭ）、硫酸過水（ＳＰＭ）、アンモニア過水（ＡＰＭ）、希フッ酸（ＤＨＦ）
等を用いて超音波洗浄を行えばよく、本実施の形態では、塩酸過水を用いて超音波洗浄を
行う。
【０２５４】
次に、洗浄によって表面のゴミ等の不純物などを除去された透光性基板にプラズマ処理に
よる平坦化処理を行う。本実施の形態では、プラズマ処理は真空チャンバー内でアルゴン
（Ａｒ）ガスなどの不活性ガスを用い、被処理物である透光性基板にバイアス電圧を印加
してプラズマ状態として行う。不活性ガスとともに、酸素（Ｏ２）ガス、窒素（Ｎ２）ガ
スを導入してもよい。
【０２５５】
透光性基板を陰極方向とし、プラズマ中のＡｒの陽イオンを陰極方向に加速し、透光性基
板に衝突させる。Ａｒの陽イオンの衝突によって透光性基板表面がスパッタエッチングさ
れ、透光性基板表面の凸部をエッチングし、透光性基板の表面を平坦化することができる
。反応ガスは、透光性基板表面のスパッタエッチングによって生じる欠陥を補修する効果
がある。
【０２５６】
次に、透光性基板上に絶縁層を形成する。本実施の形態では、シリコン系の絶縁層以外の
絶縁層である酸化アルミニウムを主成分とする酸化膜を用いる。酸化アルミニウムを主成
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分とする酸化膜とは、当該酸化膜に含まれる成分の合計を１００重量％とするときに、酸
化アルミニウムを１０重量％以上含む酸化膜をいう。他にも、絶縁層としては、酸化アル
ミニウムを主成分とし、酸化マグネシウムと酸化ストロンチウムの一方又は両方が含まれ
る膜を適用することができる。また、窒素を含む酸化アルミニウムを用いてもよい。
【０２５７】
絶縁層は、スパッタリング法により形成することができる。スパッタリング法に用いるタ
ーゲットとしては、例えば、アルミニウムを含む金属又は酸化アルミニウム等の金属酸化
物を用いることができる。なお、ターゲットの材料は、形成する膜に応じて適宜選択すれ
ばよい。
【０２５８】
ターゲットとして金属を用いる場合には、反応ガス（例えば、酸素）を導入しながらスパ
ッタすること（反応性スパッタリング法）により、絶縁層を形成する。金属としては、ア
ルミニウムの他に、マグネシウム（Ｍｇ）、アルミニウムとマグネシウムを含む合金、ア
ルミニウムとストロンチウム（Ｓｒ）を含む合金、アルミニウムとマグネシウムとストロ
ンチウムを含む合金を用いることができる。この場合、スパッタリングは直流（ＤＣ）電
源又は高周波（ＲＦ）電源を用いて行えばよい。
【０２５９】
ターゲットとして金属酸化物を用いる場合には、高周波（ＲＦ）電源を用いてスパッタす
ること（ＲＦスパッタリング法）により、絶縁層を形成する。金属酸化物としては、酸化
アルミニウムの他に、酸化マグネシウム、酸化ストロンチウム、アルミニウムとマグネシ
ウムを含有する酸化物、アルミニウムとストロンチウムを含有する酸化物、アルミニウム
とマグネシウムとストロンチウムを含有する酸化物を用いることができる。
【０２６０】
他にも、バイアススパッタリング法を用いて、絶縁層を形成してもよい。バイアススパッ
タリング法を用いると、膜の体積と表面の平坦化を両方行うことができる。
【０２６１】
アルミニウムを主成分とする酸化膜は透光性基板に含まれる可動イオンや水分等の不純物
が、後に透光性基板上に形成される単結晶半導体膜に拡散することを防ぐことができる。
【０２６２】
次に、単結晶半導体基板の表面と透光性基板の表面とを対向させ、単結晶半導体基板と絶
縁層とをボンディングする。単結晶半導体基板と透光性基板上に形成された絶縁層の表面
とを密着させることにより接合が形成される。
【０２６３】
なお、単結晶半導体基板と透光性基板をボンディングさせる前に、透光性基板上に形成さ
れた絶縁層の表面処理を行うことが好ましい。
【０２６４】
次に、実施の形態２と同様に、加熱処理を行い脆弱化層にて分離（劈開）することにより
、透光性基板上に絶縁層を介して単結晶半導体層を形成することができる。
【０２６５】
透光性基板上に設けられた単結晶半導体層を用いて半導体素子層を形成することができる
。
【０２６６】
次に、分離された単結晶半導体基板を繰り返し利用する工程（半導体基板再生処理）につ
いて説明する。
【０２６７】
まず、分離された単結晶半導体基板を取り出す。エッジロールオフの影響により、単結晶
半導体基板の端部において透光性基板との貼り合わせが十分に行われない場合がある。そ
の結果、端部において単結晶半導体基板は脆弱化層にて分離されず、絶縁層等が残存する
場合がある。
【０２６８】
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単結晶半導体基板の端部における残渣部分を除去する。残渣部分は、ウェットエッチング
処理を行うことにより除去することができる。具体的には、フッ化水素酸とフッ化アンモ
ニウムと界面活性剤を含む混合溶液（例えば、ステラケミファ社製、商品名：ＬＡＬ５０
０）をエッチャントとして用いてウェットエッチングを行う。
【０２６９】
また、水素イオンが導入された脆弱化層は、ＴＭＡＨ（Ｔｅｔｒａ　Ｍｅｔｈｙｌ　Ａｍ
ｍｏｎｉｕｍ　Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド）に代表さ
れる有機アルカリ系水溶液を用いてウェットエッチングすることにより、除去することが
できる。このような処理を行うことにより、単結晶半導体基板の端部における残渣物によ
る段差が緩和される。
【０２７０】
次に、単結晶半導体基板をハロゲン雰囲気中で酸化することにより、酸化膜を形成し、そ
の後当該酸化膜を除去する。ハロゲンとしては塩化水素（ＨＣｌ）を用いることができる
。こうすることでハロゲン元素によるゲッタリング効果を得ることができる。ゲッタリン
グとしては、特に金属不純物を除去する効果がある。すなわち、塩素の作用により、金属
などの不純物が揮発性の塩化物となって気相中へ離脱して除去される。
【０２７１】
次に、単結晶半導体基板に研磨処理としてＣＭＰ処理を行う。その結果、単結晶半導体基
板の端部における段差を除去し、単結晶半導体基板の表面を平坦にすることができる。そ
の後、得られた単結晶半導体基板を母体ウエハーとして再度利用する。
【０２７２】
本実施の形態で示したように、単結晶半導体基板の再生処理工程により単結晶半導体基板
を繰り返し利用することによって、低コスト化を図ることができる。また、本実施の形態
で示した単結晶半導体基板の再生処理工程を用いることにより、単結晶半導体基板を繰り
返し利用した場合であっても、単結晶半導体基板の表面を十分に平坦化することができる
ため、単結晶半導体基板と透光性基板との密着性を向上させ、貼り合わせ不良を低減する
ことができる。
【０２７３】
本実施の形態は実施の形態１及び実施の形態２と適宜組み合わせることができる。
【０２７４】
（実施の形態４）
本実施の形態では、本明細書に開示する発明により得られたセンサを含む様々な電子機器
の例について説明する。本明細書に開示する発明が適用される電子機器として、コンピュ
ータ、ディスプレイ、携帯電話、テレビジョン装置などが挙げられる。それらの電子機器
の具体例を図１０（Ａ）乃至（Ｃ）、図１１（Ａ）（Ｂ）、図１２、図１３（Ａ）（Ｂ）
、及び図１４に示す。
【０２７５】
図１０（Ａ）乃至（Ｃ）は携帯電話であり、図１０（Ａ）は、本体（Ａ）７０１、本体（
Ｂ）７０２、筐体７０３、操作キー７０４、音声出力部７０５、音声入力部７０６、回路
基板７０７、表示パネル（Ａ）７０８、表示パネル（Ｂ）７０９、蝶番７１０、透光性材
料部７１１、センサ７１２を有している。
【０２７６】
センサ７１２は透光性材料部７１１を透過した光を検知し、検知した外部光の照度に合わ
せて表示パネル（Ａ）７０８及び表示パネル（Ｂ）７０９の輝度コントロールや、センサ
７１２で得られる照度に合わせて操作キー７０４の照明制御を行う。これにより携帯電話
の消費電流を抑えることができる。
【０２７７】
図１０（Ｂ）及び図１０（Ｃ）に携帯電話の別の例を示す。図１０（Ｂ）及び図１０（Ｃ
）において、本体７２１、筐体７２２、表示パネル７２３、操作キー７２４、音声出力部
７２５、音声入力部７２６、センサ７２７、センサ７２８を示している。
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【０２７８】
図１０（Ｂ）に示す携帯電話では、本体７２１に設けられたセンサ７２７により外部の光
を検知することにより表示パネル７２３及び操作キー７２４の輝度を制御することが可能
である。
【０２７９】
また図１０（Ｃ）に示す携帯電話では、図１０（Ａ）の構成に加えて、本体７２１の内部
にセンサ７２８を設けている。センサ７２８により、表示パネル７２３に設けられている
バックライトの輝度を検出することも可能となる。
【０２８０】
図１１（Ａ）はコンピュータであり、本体７３１、筐体７３２、表示部７３３、キーボー
ド７３４、外部接続ポート７３５、ポインティングデバイス７３６等を含む。
【０２８１】
また図１１（Ｂ）は表示装置の例であるテレビジョン装置であり、筐体７４１、支持台７
４２、表示部７４３などによって構成されている。
【０２８２】
図１１（Ａ）のコンピュータに設けられる表示部７３３、及び図１１（Ｂ）に示す表示装
置の表示部７４３として、液晶パネルを用いた場合の詳しい構成を図１２に示す。
【０２８３】
図１２に示す液晶パネル７６２は、筐体７６１に内蔵されており、基板７５１ａ及び基板
７５１ｂ、基板７５１ａ及び基板７５１ｂに挟まれた液晶層７５５、偏光フィルタ７５２
ａ及び偏光フィルタ７５２ｂ、及びバックライト７５３等を有している。また筐体７６１
にはセンサ７５４が形成されている。
【０２８４】
本明細書に開示する発明を用いて作製されたセンサ７５４はバックライト７５３からの光
量を感知し、その情報がフィードバックされて液晶パネル７６２の輝度が調節される。
【０２８５】
図１３（Ａ）及び図１３（Ｂ）は、本明細書に開示する発明を用いたセンサ８１０を含む
カメラ、例えばデジタルカメラの例を示す図である。図１３（Ａ）は、デジタルカメラの
前面方向から見た斜視図、図１３（Ｂ）は、後面方向から見た斜視図である。図１３（Ａ
）において、デジタルカメラには、リリースボタン８０１、メインスイッチ８０２、ファ
インダ窓８０３、フラッシュ８０４、レンズ８０５、鏡胴８０６、筺体８０７、センサ８
１０が備えられている。
【０２８６】
また、図１３（Ｂ）において、ファインダ接眼窓８１１、モニタ８１２、操作ボタン８１
３ａ、８１３ｂが備えられている。
【０２８７】
リリースボタン８０１は、半分の位置まで押下されると、焦点調整機構および露出調整機
構が作動し、最下部まで押下されるとシャッターが開く。
【０２８８】
メインスイッチ８０２は、押下又は回転によりデジタルカメラの電源のオン、オフを切り
替える。
【０２８９】
ファインダ窓８０３は、デジタルカメラの前面のレンズ８０５の上部に配置されており、
図１３（Ｂ）に示すファインダ接眼窓８１１から撮影する範囲やピントの位置を確認する
ための装置である。
【０２９０】
フラッシュ８０４は、デジタルカメラの前面上部に配置され、被写体輝度が低いときに、
リリースボタンが押下されてシャッターが開くと同時に補助光を照射する。
【０２９１】
レンズ８０５は、デジタルカメラの正面に配置されている。レンズは、フォーカシングレ
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ンズ、ズームレンズ等により構成され、図示しないシャッター及び絞りと共に撮影光学系
を構成する。また、レンズの後方には、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖ
ｉｃｅ）等の撮像素子が設けられている。
【０２９２】
鏡胴８０６は、フォーカシングレンズ、ズームレンズ等のピントを合わせるためにレンズ
の位置を移動するものであり、撮影時には、鏡胴を繰り出すことにより、レンズ８０５を
手前に移動させる。また、携帯時は、レンズ８０５を沈銅させてコンパクトにする。なお
、本実施の形態においては、鏡胴を繰り出すことにより被写体をズーム撮影することがで
きる構造としているが、この構造に限定されるものではなく、筺体８０７内での撮影光学
系の構成により鏡胴を繰り出さずともズーム撮影が可能なデジタルカメラでもよい。
【０２９３】
ファインダ接眼窓８１１は、デジタルカメラの後面上部に設けられており、撮影する範囲
やピントの位置を確認する際に接眼するために設けられた窓である。
【０２９４】
操作ボタン８１３は、デジタルカメラの後面に設けられた各種機能ボタンであり、セット
アップボタン、メニューボタン、ディスプレイボタン、機能ボタン、選択ボタン等により
構成されている。
【０２９５】
本明細書に開示する発明を適用し、センサ８１０を図１３（Ａ）及び図１３（Ｂ）に示す
カメラに組み込むと、センサ８１０が光の有無及び強さを感知することができ、これによ
りカメラの露出調整等を行うことができる。本明細書に開示するセンサは、薄型なため、
実装しても装置を小型化することができる。センサのような部品の小型化は、携帯用電子
機器に利用する場合に特に有用である。
【０２９６】
本明細書に開示する発明は、音響再生機能を有する携帯情報端末にも適用することができ
る。図１４は、デジタルプレーヤーを示しており、オーディオ装置の１つの代表例である
。図１４に示すデジタルプレーヤーは、本体２１３０、表示部２１３１、メモリ部２１３
２、操作部２１３３、イヤホン２１３４、センサ２１３５、センサ２１３６、制御部２１
３７等を含んでいる。なお、イヤホン２１３４の代わりにヘッドホンや無線式イヤホンを
用いることができる。
【０２９７】
センサ２１３５は光を検出する光センサであるので、イヤホンにおいて、イヤホン装着時
に遮光される領域に設けられる。一方、センサ２１３６は感圧センサであるので、イヤホ
ンにおいてイヤホン装着時に耳と接触する領域に設けられる。センサ２１３５においては
光の検出の有無、センサ２１３６では圧力の検出の有無により、イヤホンの装着、非装着
を検出することができる。センサ２１３５及びセンサ２１３６より検出された情報により
制御部２１３７が、イヤホンの装着時はデジタルプレーヤーがオン、非装着時はオフとな
るように制御する。従って、デジタルプレーヤー本体２１３０の操作部２１３３を直接操
作しなくても、イヤホンの装着、非装着によって自動的にデジタルプレーヤーのオン、オ
フの切り替えを行うことができる。
【０２９８】
センサ２１３８として本明細書に開示するカラーセンサを用いることができ、外部からの
光を検知し、検知した外部光の照度に合わせて表示部２１３１の輝度コントロールを行う
ことができる。
【０２９９】
また、メモリ部２１３２を用いて、操作部２１３３を操作することにより、映像や音声（
音楽）を記録、再生することができる。なお、表示部２１３１は黒色の背景に白色の文字
を表示することで消費電力を抑えられる。なお、メモリ部２１３２に設けられたメモリは
、取り出し可能な構成としてもよい。
【０３００】
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また本明細書に開示する発明の半導体装置はその他の電子機器、例えばプロジェクション
テレビ、ナビゲーションシステム等に応用することが可能である。すなわち光を検出する
必要のあるものであればいかなるものにも用いることが可能である。
【０３０１】
なお本実施の形態は、実施の形態１乃至３と適宜組み合わせることができる。

【図１】 【図２】
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【図１６】

【図１７】
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